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はじめに

司法制度改革， とりわけ裁判員制度が実施され，今日， 国民の裁判所に対する関心

は， ますます高まっており， それに伴って，裁判所の広報の果たす役割も重要となっ

てきています。

この広報ハンドブックは，裁判所の広報活動について，基本的な事項や留意すべき

と思われる事項等をまとめたものです。言うまでもなく， このハンドブックは，個々

の広報事案でどのように対応すれば良いのかをまとめたいわゆるマニュアル本ではあ

りません。広報活動は，事案や状況に応じ， どのように対応するのが相当であるかを

個別に検討しなければならないことが多いからです。

各庁における広報事務担当者におかれては， このハンドブックに気軽に目を通され

て， 日常の広報事務を考える際の参考として活用していただければ幸いです。

平成22年2月

最高裁判所事務総局広報課

平成23年度に裁判所ウエブサイトの大規模な改修を行ったことから， 以下のとお

り所要の改訂を行った。

今回の改訂した内容は以下のとおりである。

1 総論

1－3 広報活動を行う理由【参考】 （改訂）

2一般広報

2－1 広報活動のためのツール（加筆・改訂）

2－2 ウエブサイトを活用した広報（加筆）

3報道対応の基礎

3－1 報道機関についての基礎知識【参考】 （改訂）

3－3報道対応の種類（改訂）

平成24年4月

最高裁判所事務総局広報課

本ハンドブックの見直しを行った結果， 以下の改訂を行った。
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【目次末尾】裁判所の広報活動のイメージ（加筆・改訂）

総論

1－3広報活動を行う理由【参考】 （削除）

一般広報

2－1 広報活動のためのツール（加筆・改訂）

2－2 ウエブサイトを活用した広報（加筆・改訂）

報道対応の基礎
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平成25年4月
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本ハンドブックの見直しを行った結果， 以下の改訂を行った。

1 一般広報

2－1 裁判所が一般広報を行う意義（新規）

2－2 広報活動のためのツール（加筆・改訂）

2－3 ウエブサイトを活用した広報（加筆．改訂）

2－4広報テーマを活用した広報（加筆．改訂）

2報道対応の基礎

3－3報道対応の種類（加筆・改訂）

3－5 上級庁への情報提供等の際の留意事項（加筆．改訂）

3報道発表等

4－6懲戒処分の公表（加筆・改訂）

4取材対応

5－1及び5－2につき記載順序の変更

令和2年3月

最高裁判所事務総局広報課
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裁判所の広報活動のイメージ
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くことは， このような存立基盤を‐層強固なものとするために必要不可欠であり，積極的に取り組むべき重要な営み。
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1－1広報活動の種類

裁判所の行う広報活動は，大別して「一般広報」 と 「報道対応」の二つに分けられる

(目次末尾の「裁判所の広報活動のイメージ」を参照） 。

1 一般広報

一般広報は，裁判所の制度や仕組みを国民に正しく理解してもらい，裁判所への信

頼を高めるために国民一般を対象にして行う広報活動のことである。 ウェブサイトや

リーフレットの発行，憲法週間の行事などがこれに当たる。行政官庁や企業の行うP

R活動と類似した性質のものといえる。

2報道対応

報道対応は，新聞，テレビ等の報道機関が裁判所に関して報道を行う際に， この報

道機関からの取材等に対応する広報活動のことである。裁判所に関する報道には，二

つのものがある。

(1)裁判に関する報道

裁判に関する報道は， 「本日○○地裁で△△事件の判決がありました…」 という

ような，具体的な裁判の手続や判決そのものに関する報道である。これについては，

法廷内カメラ撮影の申請判決の要旨の提供依頼， 同種事件に関する統計数値の提

供依頼などといった取材が絡んでくる。

（2） 司法行政に関する報道

司法行政に関する報道は，裁判の制度やその運用の在り方，裁判所の組織の在り

方，裁判所で発生した事故，懲戒処分などに関する報道である。特に，事故等につ

いては，いつどのような形で発生するか， どのような取材が飛び込んでくるか予測

がつきにくいことが多いので，その対応に当たっては細心の注意を要する。また，

司法行政に関する報道が，個々の裁判手続などと関連して発生することもある。裁

判に関する報道対応と司法行政に関する報道対応は密接に関連しているといえよう。

なお，報道対応の種類は，おおむね，裁判所が積極的に報道機関に情報等を発表す

る報道発表，報道機関への取材対応（取材対応としての便宜供与を含む。以下同じ）

の二つに分けることができる（3－3参照） 。

- l -



1－2広報活動の性格

裁判所の行う広報活動は， 司法行政上の事務と考えられる。一般広報はもちろん，報

道対応も，正確な報道という目的のため，組織体としての裁判所が報道機関に対し，便

宜供与等として行うものだからである。

例えば，報道機関から民事事件記録中の訴状等の閲覧を求められた場合，事案の性質

に応じ，裁判部の了承の下，訴訟法上の手続によることなく， この閲覧を認めることが

ある。 これは，訴訟法に定められた閲覧ではなく，報道の必要に応えた便宜供与として

行うものである。言い換えれば，裁判上の事務ではなく， 司法行政上の事務ということ

である。 もちろん，報道機関が訴訟法上の手続にのっとった閲覧を求めることも可能で

あるから， この場合， これに対応するのは裁判上の事務ということになる。

このように，広報活動は， 司法行政上の事務であるから， これを担当するのは司法行

政部門である事務局となり， この事務については，原則として，各庁で統一的な取扱い

をする必要がある。また， これについては，他庁に影響を及ぼすことが多いことから，

上級庁に相談等する場面も出てくるといえる。

もっとも， 司法行政上の事務といっても，裁判上の事務に密接に関連している場合が

あるので，その場合は，裁判部門との連携・協力が必須であり，事案によっては訴訟法

の趣旨の観点からの検討も必要となる。例えば，事件記録の閲覧では，訴訟法上第三者

による当該記録の閲覧が許されているか否かなどを，報道機関への便宜供与の在り方を

判断するに当たっても押さえておく必要があろう。

なお，広報活動は， 司法行政上の事務であるから，広報活動に係る文書については，

司法行政文書として適切に管理し，開示申出があった場合には，速やかに対応する必要

があることに留意する。

－2－



1－3広報活動を行う理由

1 裁判所の広報活動の必要性

裁判所が裁判事務を円滑に行い， 司法の機能を果たすためには，裁判所に対する国

民の理解と信頼が不可欠である。

もとより，裁判所に対する国民の理解と信頼は，個々の裁判を適正迅速に行うこと

を通じて培われるべきものであるが，国民の多くは，マスメディアの報道等を通じて

裁判所の活動を認識し，理解しているのが通例であり， ここに裁判所の広報活動が必

要になってくる理由がある。

2一般広報の役割

一般広報は， ウェブサイト，パンフレットなどの広報ツールを利用して，裁判所の

制度や裁判の仕組みを国民に分かりやすく伝え，正しく理解してもらうために行うも

のである。国民に利用しやすく分かりやすい裁判を実現するために行っているもの，

と言い換えることができる。

3報道対応の役割

報道対応は，正確な報道を通して裁判所に対する国民の理解と信頼を深めるために

行うものである。公の機関は， その規模や影響の大小に応じた説明責任を負うという

のが成熟した民主主義社会のルールであって，裁判所のような公権力の行使に直接関

わる組織においては， このことを常に肝に銘じ，裁判や裁判所の実態を正確に説明し

ていく必要がある。報道機関が正確に裁判の内容や裁判所の司法行政活動を理解しな

いまま誤った報道がなされると，裁判所の活動に対する国民の正しい理解が妨げられ，

ひいては司法に対する信頼が傷つけられることにもなりかねない。また， その誤報等

によって一旦傷つけられた信頼を回復するには非常な困難が伴うものといわなければ

ならない。 このような事態を防止し，裁判所に関する報道を正確で誤解等に基づかな

いものとするために，適切な報道対応が必要となるのである。

社会の情報化が進む中，裁判に関する報道は増加しており，報道対応の重要性は益々

増大してきているといわなければならない。

－3－



1－4中立性,公平性に留意した広報活動

裁判所は，その職務の性質上， 中立性，公平性を厳に維持しなければならない。のみ

ならず，裁判所の中立性，公平性について，国民に疑念を抱かれるようなことも避けな

ければならない。裁判所が広報活動を行う際にも，常にこのことを念頭に置いておく必

要がある。

例えば，裁判所には，種々の機関や団体から広報用ポスターの掲示やパンフレット，

リーフレット等の備置きなどを依頼されることがある。 このような場合については， こ

れら機関や団体が事件当事者となり得ること，広報しているテーマについても反対の意

見を有する人たちが存在し得ることを考慮の上，裁判所の中立性，公平性に反しないか

どうかという観点を踏まえた検討が必要となる。

これは，一般広報であれ，報道対応であれ同様であるが，特に，取材対応の場面では，

及び6－1を参照）(5－1この問題を慎重に検討する必要がある 0
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1－5広報活動を行う上で疑義がある場合の対処

広報活動は， それ自体が裁判所としての公的見解を外部に表明するという性質を持っ

ており，特に報道対応では，事案や状況によってとるべき対応が異なる上，そうした裁

判所の対応方針を短時間に決めなければならないことも少なくない。 さらに， ある庁で

とった報道対応がほかの庁に影響を与える， ということも頻繁に生じ得る。

このような事情から，裁判所として適切な広報活動をするためには， 当該事案の事実

関係を最もよく把握している原庁とこれまでの経験例等の情報を豊富に持っている上級

庁との間で十分意思疎通を図り，知恵を出し合うことが必要となってくる。したがって，

広報活動に関して疑問に思うことがあれば，必ず上級庁に相談されたい。緊急時など必

要があれば，高裁への相談と並行して，直接最高裁広報課に相談しても差し支えない。

なお，広報活動を行う上で疑問とまでは思わないことであっても，それがほかの庁に

も影響を与え得るような場合には，上級庁に情報提供されたい。

おって，事故等緊急事態が発生し，何らかの報道対応が予想される場合には，上級庁

報することも心掛けられたい (5－5参照）に第
一

0
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2－1裁判所が一般広報を行う意義

ここで言及するように，裁判所は，様々な形で，裁判所の役割や，裁判手続に関する

様々な情報を国民に対して発信するという一般広報活動を行っている。裁判所が一般広

報活動を行う目的は，大きく言えば以下の2点に整理されるものと思われる。

1 裁判所の役割について地域社会の理解を得ること

裁判所が地域社会に対して，裁判所の役割や裁判手続の内容などを分かりやすく発

信することを通じ， 国民が必要なときに裁判所を利用しやすくするような環境を整備

することにより，裁判所に対する「敷居の高さ」を解消し， 「国民にとって身近な裁

判所」を実現することにある。 このような形で裁判所，ひいては司法権の意義や役割

について地域社会の理解を増進させることは，司法権の基盤である国民の信頼を一層

強固なものとすることに資するものである。

2地域社会の裁判所に対するニーズや期待を，裁判所の営みの改善に活用すること

広報活動，特に裁判所が実施する広報企画を通じて地域社会の声を直接聴く機会を

持つことは，裁判所が地域社会からどのように見えているのか， また，地域社会は裁

判所に対して何を期待しているのか， といったことを知るよい機会である。 このよう

な広報活動を通じて得た地域社会の声を，裁判所の様々な活動に反映させ，裁判所の

諸活動をより地域社会の期待に沿うものとしていくことが求められている。

以上のような裁判所における広報活動を後押しするという観点から，平成30年8月

24日付広報課長事務連絡｢裁判所の広報活動に関する情報の共有について」において，

各庁の実施する広報活動のうち，いずれも各庁のウェブサイトにおいて，参加者募集の

告知や実施結果を掲載したものを最高裁広報課において集約し， これをJ ・NETポー

タルに掲載するといった取組を実施しているので，各庁の広報活動を企画するに当たり

積極的に御活用いただきたい。
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2－2広報活動のためのツール

裁判所の広報に利用されているツールには，現在，次のようなものがある。

1 裁判所ウェブサイト等

裁判所では， ウェブサイトを情報発信の重要なツールとして位置付けている。 ウェ

ブサイトは，平成18年3月には利用者の利便性を向上させるために従来の裁判所

ホームページの全面的なリニューアルを行い，平成23年度には，総務省が発表した

「みんなの公共サイト運用モデル」を受けて，公的機関のウェブサイトとして，高齢

者や障害者を含む誰もが利用できるよう， ウェブアクセシビリテイを一層意識した改

修を行うとともに，職員自身により情報更新を行う運用を確立し，情報更新にかかる

時間を短縮する目的でCMS (コンテンツ・マネジメント ・システム）を導入した。

なお，上記各リニユーアルに先立ち，平成17年4月には知的財産高等裁判所ウエブ

サイトを開設して知的財産高等裁判所に関する各種情報を（平成25年3月リニユー

アル） ，平成17年11月には裁判員制度ウェブサイトを開設して裁判員制度に関す

る各種情報を発信している。

平成31年度（令和元年度）には，上記サイトにおいて， ウェブアクセシピリティ

及びユーザピリティの向上を目指した改善等を実施したほか，モバイル端末利用者を

意識したサイトデザインの変更や，サイト構成の整理を行い，全ての利用者が目的の

コンテンツにたどり着きやすくするための大幅なリニューアルを行った。

2パンフレット 「裁判所ナビ」

裁判所や裁判の制度全般について一通り説明し，裁判所についての基本的知識を提

供することを目的としたパンフレットである。最高裁事務総局で，必要に応じて改訂

しながら毎年発行し（平成31年度（令和元年度）には全面的な改訂を行った。 ） ，

見学者数や在庫数に応じて各裁判所に配布している。各裁判所では，見学者や各種行

事の参加者に配布するなどして広報活動に活用している。

3 リーフレット 「法廷ガイド」

裁判傍聴に関する基本的事項や裁判手続の概略を説明したリーフレットである。最

高裁事務総局が発行し，各裁判所に配布している。各裁判所では，傍聴希望者や一般

来庁者が手軽に入手できるよう適宜の場所に備え置くなどしている。なお， 「法廷ガ

イド」についても， 「裁判所ナビ」 と併せ，平成31年度（令和元年度）には全面的

な改訂を行った。
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4広報誌「司法の窓」

一般国民向けの対外広報誌である。解説記事，資料等により裁判の仕組みや制度を

紹介するほか，対談や「海外司法スケッチ」 ， 「裁判所めぐり」などの随筆等を掲載

して，裁判所に関する様々な話題を提供し，裁判所を身近に感じてもらえるよう配盧

している。 「司法の窓」の主な配布先は，全国の大学，短大，高校及び法科大学院で

ある。また，各地の裁判所を通じて地方自治体や公立図書館等にも配布している （最

高裁判所50周年記念裁判員制度特集号のほか，第62号以降は，裁判所ウェブサイ

トヘの掲載を併せて行っている。 ） 。 「司法の窓」については，長年にわたり親しま

れてきた広報誌であるが,裁判所ウェブサイトによる広報活動等の活発化に伴い， 「裁

判所の今」を国民に伝えるための広報ツールとして， 内容もより一層親しみやすいも

のとするなど，その役割を整理した上で，裁判所の広報のための重要なツールとして

活用されている。

5 その他の各種リーフレット等

上記2ないし4のほかにも，最高裁事務総局はリーフレット等を発行している。こ

れらの多くは，主として事件関係者用に作成されたものであるが，一般国民や記者等

からの問合せの際に利用することも可能である。

なお， リーフレット等の転載利用については，総務局第二課長事務連絡「最高裁判

所事務総局刊行のリーフレット等の転載について」が発出されているので，それを参

照されたい。

6広報用ビデオ

最高裁事務総局が制作した主な広報用ビデオは次の(1)ないし(4)のとおりである。

各庁に配布した広報用ビデオは，団体見学時や各種行事で上映したり，一般に貸し

出したりして利用されている。また， ロビーなどで一般来庁者向けに上映している裁

判所もある。

なお， このほかに裁判員制度広報用に制作された映画等もある。 これについては，

上記の利用方法のほか裁判員制度ウェブサイトでの配信も行っている。

(1)最高裁判所のしくみと働き （約15分．一般向け・高地裁に配布）

三権分立及び三審制を分かりやすく図解して，最高裁判所が最終の裁判所とされ

ていることを説明したもの。また，小法廷や大法廷が開廷される状況を通して，最

高裁判所が「憲法の番人」 といわれている意味を説明し，裁判所が国民のための司

法機関として重要な働きをしていることを紹介する。

（2） 司法制度と最高裁判所（約25分．一般向け・高地裁に配布）

上記(1)の内容をやや詳しくしたもの。映像を通して，三権分立の下での司法権の
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役割下級裁判所の種類及び三審制について説明する。 さらに，最高裁判所におけ

る事件受理の状況から判決に至るまでを映像を通して紹介する。 これらにより， 司

法制度と最高裁判所の仕組みや役割を理解してもらう。

(3) リホちやんナビスケの裁判所ってどんなとこ？ （13分・小学生向け・高地家裁に

配布）

裁判所や裁判の仕組みについて， ドラマ仕立ての法廷シーンやアニメーションを

交えて分かりやすく説明したもの。

(4) そこが知りたい1裁判所(17分．一般向け・高地家裁に配布）

裁判所の仕組みと役割について，ナビゲーターと一般国民がやり取りする方法に

より，分かりやすく説明したもの。裁判員制度についても紹介している。

7 その他のビデオ

各裁判所には，上記6の広報用ビデオとは別に，主として各種事件の手続を当事者

や事件関係者に解説することなどを目的として制作された手続教示用ビデオが配布さ

れているが，制作目的が異なるため，これらのビデオを広報活動に利用する場合には，

利用可能かどうかを最高裁事務総局に確認する必要がある。

なお，手続教示用ビデオのうち，①あなたが選ぶ少額訴訟，②簡易裁判所民事手続

案内，③特定調停手続案内，④家事事件手続案内，⑤よくわかる1労働審判手続につ

いては，広報活動に利用して差し支えない。

おって，①成年後見手続説明用ビデオ「わかりやすい成年後見制度の手続」 ，②ビ

デオ「後見人になったなら・ ・ ・～後見人の仕事と責任～」 ，③ビデオ「ご存知です

か？家事調停」 ，④ビデオ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」 ，⑤ビ

デオ「離婚をめぐる争いから子供を守るために」 ，⑥ビデオ「少年審判～少年の健全

な育成のために～」については，裁判所ウェブサイトでの配信も行っている。
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2－3ウェブサイトを活用した広報

裁判所ウェブサイト等が重要な広報ツールとして位置付けられ，今や裁判所における

一般広報の中核をなすといっても過言でなく，今後は， 内容の充実に加えて，時宜に見

合った情報発信と利用者層を意識したコンテンツの工夫を図ることが課題となっている。

各庁においては，サイトポリシーを十分に理解し，裁判所ウェブサイト運用マニュア

ルに従った自庁サイトの管理・運用を行うとともに，効率的な広報を行うためのツール

として積極的に活用されたい。

（参考）主要コンテンツ及びデータベースの概要

裁判所ウェブサイト 報データベース

データベース

ェブサイトのHTML形式コンテンツ

画共有サービスによる動画コンテンツ

所ウェブサイトのHTML形式コンテンツ

高裁判所ウェブサイトのHTML形式コンテンツ

語判例情報データベース

判所のウェブサイトのHTML形式コンテンツ

庁・地家裁48庁・東京地裁・東京家裁・名古屋

古屋家裁・東京簡裁）

聴券交付情報データベース

決干U1ﾀﾘ.IF

司弾二綜割

英語版最

ラミ

各地の識

（高裁8

椒栽・楽

裁判員蟄室弄江彗豐曼署鷺壹芝蝋鯉菫ラニテンツ

知的財欝獅モ 娑菫ﾝﾃ」
その他のコンテンツ

調達情報＞公示・公表＞物品等の調達情報

調達情報＞公示・公表＞電子入札システム（物品・役務）

調達情報＞公示・公表＞電子入札システム（工事）

調達情報＞公示・公表＞公共工事等の入札・契約情報（入札情報サービス）

督促手続オンラインシステム

BIT(不動産競売物件情報サイト）

最高裁判所図書館＞蔵書検索システム

採用案内＞裁判所職員採用試験＞インターネット申込受付サイト
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2－4広報テーマを活用した広報

最高裁事務総局では，裁判所や裁判に関するトピックについて一般国民に分かりやす

く解説することを目的として，広報テーマを定めている。毎年1 1月頃に，翌年4月か

ら翌々年3月までの1年間の広報テーマについて仮計画を立て，予定表を作成して各庁

に送付しているので参考にされたい。なお，令和2年度からは，各庁の広報企画のテー

マなどとして活用されることを目的として，時宜に応じた広報テーマをより厳選した上

で，全国の裁判所に周知することとしている。

テーマ確定後，広報課長通知により， イラストや図表等を用いて作成した広報テーマ

本文・要旨の電子データを各庁に送付したり，裁判所時報や裁判所ウェブサイトヘの掲

載を行ったりしている。また，別途，内閣府政府広報室に政府広報希望テーマを提出し，

政府広報テーマに選定された場合， インターネット, BSテレビ， ラジオ，視覚障害者

向け広報資料等，媒体に応じた情報発信をしている。

各庁においては，広報テーマが広く周知されるように，印刷したものを来庁者に配布

したり，地方自治体の広報誌等に掲載依頼するなどして，各庁の実情に応じた広報活動

を行っていただきたい。

(参考）原則的な作業スケジュール

5月前広報テーマの確定

3．5月前政府広報室に概要等を提出

3月前原稿確定

2．5月前広報課長通知発出（各庁において利用開始可）

1月前裁判所時報に掲載

当月 裁判所ウエブサイトに掲載，政府広報における各種媒体での発信
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2－5憲法週間や｢法の日｣週間における広報企画

1 憲法週間と「法の日」週間

憲法週間は， 5月1日から7日までである。憲法の精神や司法の機能を国民に理解

してもらうため，裁判所が法務省，検察庁及び弁護士会の協力を得るなどして，全国

で各種の行事を実施している。

「法の日」週間は， 10月1日 （法の日）から7日までである。裁判所，法務省，

検察庁及び弁護士会が協力するなどして，法の支配の重要性を国民に理解してもらう

ことを目的として，全国で各種の行事を実施している。

なお， このような週間行事を行う場合にも，裁判所の中立性，公共性を保つ配慮は

必要となる。

2広報企画の例

広報企画の例としては， 出前講義，法廷傍聴，模擬裁判， ビデオ上映，資料展示な

どを伴う庁舎見学会などがある。

3行事を成功させるための効果的なPR

PRの方法としては，行事のお知らせを裁判所ウェブサイトに掲載するほか，地方

自治体の広報誌や新聞などに掲載してもらったり，テレビ， ラジオなどで放送しても

らうことが考えられる。

なお，報道機関に依頼して行事のPRを行う場合には，報道機関からその行事の取

材を求められることも考えられ，取材申込みがあった場合の対応についても企画段階

から検討しておく必要がある。

- 12-



【参考1】

憲法週間実施経過

昭22． 5． 3 日本国憲法施行

昭24. 5. 1憲法普及月間

~31

昭25. 5. 1憲法記念週間（以後，毎年1日から7日まで）

～7

（昭和27年までは，衆・参両院， 内閣，最高裁など政府関係機関が協議の上，行事内

容について打合せをしてきた。昭和28年からは最高裁において憲法記念週間を定め，

法務省，検察庁，弁護士会の協力を得て記念行事を実施することになった。 ）

昭31. 5. 1 憲法週間（この年から名称を改める。以後，毎年1日から7日まで）

～7

【参考2】

「法の日」制定経過

（司法記念日制定の経緯）

昭3. 10. 1陪審法施行

昭4． 10. 1 司法記念日 （前年に陪審法が施行され， この日に天皇陛下が東京の三裁判

所を行幸されたことを記念し， 司法省が司法記念日を定めた。 ）

昭14. ll. 1 司法記念日 （この日に裁判所構成法施行五十周年記念行事を行い，天皇陛

下の行幸を仰いだことから，以後司法省がこの日を司法記念日にすること

を決めた。 ）

（ 「法の日」制定の経緯）

昭22. 11. 1 司法週間（最高裁が定める。 ）

～7

昭32. 10. 1最高裁発足十周年記念行事実施（天皇陛下の行幸を仰ぐ。なお, 10月1日に

した理由は，その日が最高裁発足後，最高裁で初めて法廷が開かれた日に

当たるため。 ）

昭34. 10. 3裁判所，検察庁，弁護士会の三者協議会において, 10月1日を「法の日」 と

定めることを提唱することが決議された。

昭35． 6．24 「法の日」創設について閣議了解

昭35. 8. 17 「法の日」週間の広報についての依命通達

昭35. 10. 1 第1回「法の日」

「法の日」週間（1日から7日まで）
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2－6裁判所内で行う広報企画

裁判所内で行う広報企画としては，庁舎見学会，団体傍聴，模擬裁判，説明会などが

ある。学校の社会科見学など法教育の一環として行われるものが多い中，一般市民の見

学や傍聴の数も近年増加傾向にある。 これは裁判員制度の導入など司法制度改革の推進

により裁判所への社会的関心が高まっていることの現れであり， これらの対応は，裁判

所に対する国民の理解を得るための重要な機会となる。

各裁判所では， リーフレット等の配布，広報用ビデオの上映，庁舎見学，法廷傍聴等

を各庁の実情に応じて適宜組み合わせて対応している。裁判所見学等は，裁判所が国民

に直接的に広報活動を行える数少ない機会の一つであり，広報担当者の応対によって裁

判所の印象が大きく変わるといっても過言ではない。誠実な対応を地道に積み重ねるこ

とで大きな広報効果も期待できるので，裁判官の協力も得ながら，参加者に裁判と裁判

所について理解を深めてもらい，良い印象を持ってもらえるような工夫をしたいもので

ある。

もっとも，広報活動が裁判所の本来の事務に支障を生じさせてはならないので，その

面からの調整が必要になる場合があることは当然であり， また，特定の団体等に特別の

便宜を与え，裁判所の中立性，公平性に疑いを生じさせる結果とならないように注意し

なければならない。

なお，実際の事件の団体傍聴を行う場合には，傍聴にふさわしい事件を選択すべきで

ある。特に小学生が法廷傍聴をする場合，発育途中にある児童が大きな精神的ショック

を受けないよう十分配慮しなくてはならない。事件を選択するに当たっては，広報担当

者は裁判部と連絡を取り合うことが必要となるであろう。

また，裁判所内で広報企画を行う場合には，安全管理の面から，参加者の人数， 引率

責任者名，時間，見学場所等の情報を早めに庁舎管理事務担当者に連絡しておくなど，

関係部署との連携が求められる。
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2－7裁判所外で行う広報企画

裁判所外で行う広報企画としては，公共施設を利用した説明会や広報用ビデオの上映

会，学校などで行う出前講義等が考えられる。

こうした活動は，裁判所や裁判というものに殊更関心を持たない層に対しても積極的

にアヒ。－ルできるという利点があるので，今後も大いに活用することが考えられる。た

だし，一方で，労力や費用の面で負担が大きくなるため，実施する場合には，広報効果

を十分吟味し，合理的な企画内容にしなければならない。

また，参加者を確保し，十分な広報効果を上げるためには，事前のPRも重要である。

広報企画のお知らせを裁判所ウェブサイトに掲載したり，手製のチラシを関係団体に配

布したりするほか，地方自治体の広報誌などに掲載してもらったり，新聞，テレビ， ラ

ジオなどで取り上げてもらったりすることが考えられる。

なお，学校や市民団体から出前講義や裁判所外での説明会の要望を受けた際に，第一

次的には，団体傍聴とのセットで庁舎見学会や説明会を行うことを勧めるなどして裁判

所内での広報企画に誘導する運用をしている庁もあると聞く。先方の事情にもよるが，

これには裁判所の現場を直接見ていただくことで， イメージしやすく理解がより深まる

というメリットもあると思われる。

裁判所内外での広報企画を検討するに当たっては，地域社会の実情を把握した上で，

各庁で培ったノウハウを活用し，他庁の工夫例なども参考にして，効果的な広報活動と

なるよう工夫を凝らすことが重要である。
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3－1報道機関についての基礎知識

1 新聞

(1)全国紙，ブロック紙，県紙

日本全域を配布エリアとする新聞を全国紙といい，朝日，毎日，読売， 日経，産

経の5紙がこれに当たる。 これだけで新聞の総発行部数の5割以上を占めている。

ブロック紙は，配布エリアが数県にわたる広いエリアにまたがっている新聞で，北

海道新聞中日新聞，西日本新聞がこれに当たる。県紙は，一つの県を主たる配布

エリアとする新聞である。

（2） 本社，支局

全国紙の場合，東京本社，大阪本社，名古屋本社等の本社があり，東京本社を中

心に連携をとりながら，各本社ごとに新聞を発行している。本社には，政治部，社

会部等の部署が置かれ，取材や紙面の編集活動が行われている。

また，おおむね各都道府県の県庁所在地には支局が置かれ,支局に属する記者は，

主に各都道府県内の事件等を取材している。

（3） 記者クラブ詰め記者と遊軍記者

記者は，記者クラブ詰め記者と遊軍記者に分けられる。前者は，取材対象となる

省庁や企業等に置かれた記者クラブを拠点に取材活動をしている記者であり，後者

は,記者クラブに属さず,平素は自分の得意分野を中心に企画ものの取材等を行い，

大事件が発生した場合などには社会部長やデスク等の下でチームを組んで取材に当

たる記者である。

2テレビ

(1) キー局，ネット局，独立局

キー局は，東京や大阪などに本社を置き，契約を結んだネット局を通じ，制作し

た番組等を全国的な放送網に乗せることができる放送局で，東京では日本テレビ，

TBS, フジテレビ，テレビ朝日，テレビ東京があり， 日本テレビがNNN, TB

SがJNN, フジテレビがFNN,テレビ朝日がANN,テレビ東京はTXNとい

うネットワークを持っている。

ネット局は，おおむね県単位で放送を行っており，基本的に独立した局である。

独自に地方ニュース等の番組を制作することもあるが，全国的なニュース映像等や

ドラマなどの番組をキー局から受けて放送する。

NHKは， キー局であるが，ネット局があるわけではなく, NHK自体が独自の

全国的な放送網を持っている。

独立局は，県単位で放送を行っているが，特にネットワークに入っておらず，独
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自の放送を行っている局である。

(2) 制作会社

テレビの番組，特に特集番組やドキュメンタリー， ドラマなどをテレビ局の依頼

等を受けて制作している会社である。テレビ局の放送記者とは別の角度で裁判所に

取材や撮影の依頼をすることがある。

(3)放送記者，プロデューサー，ディレクター

放送記者も基本的に新聞記者と同様であるが， 自分で取材したことを自分でカメ

ラに向かって話すことが多く，レポーターを兼任しているような場合もある。また，

記者クラブ詰め記者と遊軍記者がいるところも新聞と同様である。 このほか,特定

のテーマで報道番組が作られる場合などの，番組制作の責任者をプロデューサー，

制作の実務担当者をディレクターと呼ぶ。

3通信社

新聞社やテレビ局等に内外のニュースや各種の記事，写真等を供給することを主な

業務としている報道機関である。裁判所を日常的に取材している通信社は，共同通信

社及び時事通信社の二社である。

4記者クラブ

日本新聞協会は， 「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」 （200

2年（平成14年） 1月17日第610回編集委員会， 2006年（平成18年） 3

月9日第656回編集委員会一部改定）の中で， 「記者クラブは，公的機関などを継

続的に取材するジャーナリストたちによって構成される「取材・報道のための自主的

な組織』です。 ・ ・ ・ ・記者クラブは，公権力の行使を監視するとともに，公的機関

に真の情報公開を求めていく社会的責務を負っています。 ・ ・ ・ ・記者クラブ制度に

は，公的機関などが保有する情報へのアクセスを容易にするという側面もありま

す。 ・ ・ ・ ・記者クラブは， 『開かれた存在』であるべきです。 日本新聞協会には国

内の新聞社・通信社・放送局の多くが加わっています。記者クラブは， こうした日本

新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された記者などで構成されます。外

国報道機関に対しても開かれており，現に外国報道機関の記者が加入するクラブは増

えつつあります。 」 としている。

なお，詳細については， 日本新聞協会のホームページに前記見解が掲載されている

ので，参照されたい。

おって， 同ホームページ上には， この見解についての解説も掲載され，記者クラブ

の「目的と役割」 ， 「組織と構成」 ， 「記者会見」 ， 「協定と調整」 ， 「記者室」及

び「紛争処理」が説明されており，参考になる。
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5裁判所の記者クラブ

裁判所を取材する記者らも記者クラブを組織している。一般的に検察庁も併せて取

材するが，警察を取材する記者クラブが兼ねていたり，県庁等地方公共団体を取材す

る記者クラブが兼ねていたりする場合もある。

裁判所の広報との関係では，常時裁判所関係の取材を行っている記者たちの団体と

いう意味で最も重要な相手方であり，実際上も記者クラブが主体となって裁判所に対

して便宜供与を要請したり，裁判所側も記者クラブを相手にして各種申入れや調整を

行ったりしており，広報担当者と記者との重要な接点となっている。記者クラブでは，

一定期間ごとの持ち回りで幹事社を決め， この幹事社が，期間中， クラブ各社のまと

め役，連絡役を果たすことが多いようである。

6新聞記者

(1)社会部記者

事件， スキャンダル，苦情などを広範囲に取材し，社会面の記事を中心に書いて

いる。裁判所をはじめ司法関係を担当する記者はおおむね社会部に所属している。

裁判所の広報担当者が最も頻繁に対応するのが社会部記者である。

（2） 経済部記者

経済団体，企業，関係官庁等に取材し，経済面の記事を書いている。裁判所へは，

経済関係の事件等について，取材に入ることがある。

（3） 論説委員

主に時事的な話題をテーマとして取り上げ，社説欄等で新聞社としての見解，意

見等を主張する。裁判所関係の論説は司法担当の論説委員が書くが，知識経験豊か

な司法担当記者OBが多いようである。論説委員が直接裁判所に取材することもあ

る。

7 その他の報道機関の記者

(1)通信社の記者は新聞記者とほぼ同じである。

（2）放送局では，報道ニュースは主に報道局の放送記者が取材する。裁判所について

も新聞の社会部記者と同様に取材する。また，解説委員といい， ニュース解説等を

担当する人たちがいるが，新聞の論説委員と同様に直接裁判所に取材することもあ

る。そのほか， ドキュメンタリーなどの番組を担当するプロデューサーやディレク

ターが裁判所に関連取材をしてくることがある。

（3） 雑誌記者も，取り上げるテーマによっては裁判所に取材してくることがある。
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3－2 「責任者対応の原則｣と｢窓口一本化の原則」

1 責任者対応の原則

(1) 報道機関から取材の申込みがあった場合，報道機関に対する対応は，最終責任者

である所長がこれに当たるのが原則である。なぜなら，報道機関に対する発言は，

外部，世間一般に対し裁判所の公的見解を述べることだからである。

(2) 所長が報道機関と対応するについて， これを補佐して広報事務を担当するのは，

事務局長，次長，総務課長，総務課職員である。

実際には，総務課の職員が取材申込みを受ける窓口となり，総務課一事務局長一

所長のラインで情報を上げて対応を検討することになる。取材内容に応じて，事実

を確認し，必要があれば上級庁に相談の上， どのように対応するかを決め，所長が

記者に回答するという手順である。

具体的な対応においては，所長の指示の下に，事務局長，総務課長等が所長に代

わって回答する場合が多い。例えば，裁判に関する報道対応においては，定型的に

処理できるものも多く，このようなものについては，あらかじめ所長の委任を受け，

事務局長又は総務課長限りの判断で対応して処理しても差し支えないといえよう。

2窓口一本化の原則

報道機関に対する対応は，責任者である所長一事務局長一総務課というラインで対

応するのを原則とすることから，取材の申込みを受ける窓口も広報事務を担当する総

務課に一本化することが必要である。窓口が幾つにも分かれていると，各窓口での対

応がまちまちとなり， 同一の事柄につき微妙に異なる回答を行ってしまい，その結果

誤解や混乱を招く危険があるからである。
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3－3報道対応の種類

裁判所での報道対応は，おおむね，報道発表（情報提供） ，取材対応の二つに分けら

れる。

1 報道発表（情報提供） （以下「報道発表等」という。 ）

国民に広く知ってもらう価値のある情報を裁判所が積極的に報道機関に提供するこ

とである。一般民間企業や行政省庁では，新製品や新たな施策を報道してもらうため

に頻繁に報道発表等をしているようであるが，裁判所の広報では，報道発表等を行う

場面は余り多くはない。人事の報道発表や所長等就任記者会見等がこれに当たる（4－

1～6を参照） 。

2取材対応

報道機関からの取材の申込みに対応することである。裁判所はいわゆる政策官庁で

はないため，受け身の「取材対応」が圧倒的に多くなる。これは，裁判に関するもの

においても，司法行政に関するものにおいても余り変わりはない（5－1～8を参照） 。

取材対応の一つとして，報道機関に便宜を供与することがある。特に，裁判所の本

体業務である裁判の報道に当たっては，法廷内の記者席申請への対応，庁舎内・法廷

内の写真撮影申請への対応，判決要旨・判決書写しの交付等がその内容となる （6－1

～7を参照） 。
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3－4記者との接し方

ふだん接することの多い記者との接し方において，次の点に留意する必要がある。

1 雑談がコメントとなる危険

日頃から記者と顔を合わせていると，取材の申込み以外にも事件に関することなど

について，様々な質問を受けることがある。 しかし， これに不用意に応答すると思わ

ぬ結果を招くので注意を要する。時に不正確な雑談が裁判所の担当者のコメントとし

て記事になってしまうことがある上，誤報に結び付くこともある。

事務局は，具体的事件について聞かれても，答えられる立場にない。 このような場

合，記者は往々にして一般論として尋ねてくることもあるが，具体的事件についての

手掛かりを得ようという意図で尋ねていることが多く，一般論として説明しても，そ

の事件についての説明と受け取られかねないことに注意が必要である。 したがって，

一般論としても説明は差し控えるべきである。 さらに，個人的見解を聞かれることも

あるが， 明確に「個人的見解を述べる立場にない。 」と断る必要がある。

2法律知識の提供が必要な場合

記者は，裁判の手続や法律用語など一般的法律知識についての理解が必ずしも十分

とはいえないことが多い。そのため， これらについて質問をしてくることがある。 こ

の質問に対して適切な対応を怠ると，理解が不十分なまま記事になる可能性が高く，

誤報に結び付くことがある。 この場合には，責任者である所長に相談して，一般に公

刊されている法律書で分かりやすいものを紹介する，場合によっては事件を担当して

いない所長等から記者に説明する， ということが必要になることもある。紹介する法

律書は，外部に向けて刊行されているものであれば，裁判所の発行したものでも構わ

ない。

3 「オフレコ」は原則用いない

「オフレコ」とは， 「オフザレコード（掲載禁止） 」の略であり，発言を記録せず，

公表もしないという意味であるが，

記者との相当強い信頼関係があることが前提であり，報道対応としては原則用いる

べきではない。

4個別対応の原則

記者は同じ会社内であっても独自に問題意識を持って取材活動をしている。記者か

らの取材については，個別に対応することを原則とし， 同じ社であっても，他の記者
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3－5上級庁への情報提供等の際の留意事項

報道対応は，飽くまでも当該庁が責任をもって行うべきものであるが，上級庁に情報

提供等が必要と思われるものも少なくない。そのようなときには，次のことに留意され

たい。

1 情報提供等の必要性

記者からの取材事項等に応じて，遠慮なく上級庁に連絡や相談をすることを心掛け

てもらいたい。

情報提供等の必要性の有無等については，案件の重要性，複雑さや他庁への影響の

可能性など様々な事情を考盧して半ll断することになる。情報提供等の必要性について

判断をしかねるような場合には，情報提供等の必要性も含めて上級庁に相談されたい。

2緊急の際の第一報

一般の国民の注目を集める事件や事故が発生するなどして，緊急の報道対応を要す

る場合や，裁判所が関係する事件や事故について報道がなされる可能性がある場合等

には， まず「第一報」を入れておくことが重要である。まずは電話での一報というこ

とだけで構わない。また，詳しい事情が正確に判明していない段階での断片情報でも

差し支えない。第一報を受けると，上級庁は緊急事態への対応態勢をとることができ

る。第一報の意義はここにある。後でさほどの事態ではなかったと分かれば， その態

勢を解除し，良しとすべきである。もちろん，第一報が無意味であったことになるも

のではない（5－5参照） 。また，報道がされるような事件等については，上級庁含め

て迅速に情報が共有されることが組織として望ましいことからも，迅速な第一報が重

要である。

3情報提供等の際の注意

一般的に報道対応の情報提供等に当たっては，次の点を押さえておく必要がある。

なお，事実関係の把握や対応方針の決定に時間を要するような場合には，作業が終

わり次第，逐次連絡するようにする。

(1) まず， どのような取材を受けているのか，報道機関からの取材申込内容を正確に

伝える。取材申込みを聴取したメモ等を活用する。

（2） 次に， その裁判所が把握した事実関係を正確に伝える。何が，いつ， どこで， な

ぜ発生したのか，今どうなっているのか，加えて，それはどのような意味を持って

いるのか， 同種のことは従来あったのか， これからどのように対処する予定である

かなどを伝える。また，確認中の事実関係がある場合には， その点を明確に伝える
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ことも必要である。

(3) さらに，その裁判所で考えている報道機関への対応案を伝える。上級庁としても

正確な情報のやり取りなしには情報提供等に対して的確に応じることはできない。

下級裁として上級庁に言いにくい事柄や時には何らかの失敗があったとしても，情

報伝達する必要がある。

4結果の報告

報道対応の結果いかんによっては,他庁や上級庁に取材がされることもある。また，

事前に検討した報道対応案と実際の対応結果とを分析することは，上級庁にとっても

有益でもある。 したがって，事案によっては，上級庁に対し，適宜対応結果について

報告してもらいたい。
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4－1報道発表等における一般的な留意事項

報道発表等は，おおむね，記者への資料の投げ込み，記者へのレクチャー，記者会見

の方法で行われる。報道発表等を行うに当たっては，次のとおり，相手方（報道機関）

があることを常に意識することが必要である。

1 報道発表等の内容

具体的にどのような内容の報道発表等を行うか，明確に整理した上で対応する必要

がある。裁判所が報道してもらいたいと考えても，報道機関にとっては報道に値する

ものと思われない場合もある。また，報道機関は，必ずしも裁判所の業務内容等をこ

と細かく知っているものでもない。裁判所として国民への説明責任をどのような形で

果たすべきか，報道機関がどのようなことに関心を持っているのかなどをふだんから

意識しておく必要がある。

2報道発表等の時期・タイミング

報道機関（記者）は， 日々様々な取材活動等を行っている。報道発表等を行う際に

は， このことも意識する必要がある。著名事件の裁判が行われている中で報道発表等

を行う，記者が記事原稿を社に送るまでの時間がほとんどない時刻に報道発表等を行

うなどということは可能な限り避けるべきである。 このような時期・タイミングで報

道発表等を行うと，記者は時間に追われて記事をまとめることになるが，その結果，

十分に報道発表等の内容が理解されないままに記事（誤報）になるおそれがあるから

である。

3報道発表等の準備

報道発表等の内容によっては，記者に交付する簡潔な説明資料を準備する，更に問

われた場合の補足説明事項等を用意する， ということが必要である。

報道発表等は，各社への情報伝達に漏れがないようにする必要がある。そのため，

記者クラブの幹事社を通じて行うのが一般的であろう。

4他庁等への影響等

ある庁の報道発表等が他庁，関係機関等に影響を及ぼすことがある。報道発表等を

行うに当たっては，他庁等にどのような影響，波及が生じるかについても考える必要

がある。その上で必要に応じて，上級庁を含め，他庁等に情報提供等することも必要

となろう。
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4－2資料提供(資料等の投げ込み）

資料等を報道機関に投げ込む方法での報道発表である。報道発表内容を簡潔に記載し

たペーパー（プレスリリースペーパー）を投げ込むことが多い。例えば，次のようなも

のがある。

①人事の報道発表・ ・ ・人事異動についての情報提供である。報道の解禁日時を設

定して発表することもある（ 「シバリ付きの報道発表」 ともいう。 ） 。

②死亡の報道発表・ ・ ・例えば，元所長が亡くなった場合についての情報提供であ

る。

③懲戒処分の公表・ ・ ・懲戒処分を行った場合の情報提供である。懲戒処分の公表

指針については，各庁に通知され，裁判所ウェブサイトでも公表されている（4－6

参照） 。

④庁舎建て替え，庁舎移転，新庁舎完成等の報道発表・ ・ ・報道を通じて広く利用

者や一般の国民に知らせる必要がある場合の情報提供である。新庁舎が完成した場

合等には，投げ込みだけでなく，新庁舎のお披露目を兼ねた見学会を開くこともあ

る。

⑤その他，広報活動のPR等を含む司法行政情報一般についての報道発表・ ・ ・記

者へのレクチャーや記者会見を行うまでの必要はないが，報道機関に知らせ，何ら

かの形で取り上げてもらうことを意図する場合の情報提供である。

また，記者クラブの求めに応じて，一般的定型的な裁判関係情報の提供を行う場合に

も， この投げ込みの方式が用いられることがある（6－4参照） 。
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4－3記者へのレクチャー

資料等の投げ込みだけでは十分な説明ができないと思われるような場合等に，記者を

集めて説明等する方法での報道発表である（一般に「記者レク」 という。 ） 。通常は資

料等を投げ込むだけで対応できる場合がほとんどであると思われるが，特に次のように，

記者を集め，直接説明等した方がより良いと思われる場合に用いられる。短時間に多く

の報道機関に簡潔かつ的確に説明する場合には， この記者レクの方法は優れているとい

えよう。記者レクでは，記者の事案に対する理解の状況等が確認できるというメリット

もある。

また，記者クラブから 「記者レク」を求められることもあるが，その状況等に応じて

可能な範囲で対応するというスタンスで差し支えない。

①緊急を要する場合・ ・ ・例えば，裁判所内で事故等が発生した場合等である。

②補足説明を加えないと誤解が生じるおそれがある場合・ ・ ・事案が複雑， あるい

は記者に前提情報が足りないと思われるような場合等である。

③検察庁，弁護士会，捜査機関，地方公共団体等の外部機関に何らかの影響が生じ

るような場合・ ・ ・結果や影響の重要性等から，十分な説明を行うことが求められ

るような場合等である。例えば，裁判所が告発を行う場合，裁判所が中心となって

法曹三者で取決めなどを行った場合等が考えられる。

④資料の投げ込みだけでは， その後の取材対応が必須になると思われる場合・ ・ ・

投げ込みで報道発表した後に多くの記者から取材が入ることが予想される場合等で

ある。

⑤その他，裁判所の説明責任を明確に果たす必要がある場合・ ・ ・事案の重要性，

影響の大きさなどを勘案して判断することになる。

なお，裁判手続等について，記者を集めて勉強会のような説明会を開くことがある。

このような記者を集めての勉強会，説明会等を行う場合を含めて， 「記者レク」 と総称

することもある。特に，記者に馴染みのない家庭裁判所の手続等を「記者レク」の場で

説明等することは有用であると思われる。
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4－4所長等就任記者会見

長官や所長が新たに就任した際に，報道機関が「人物欄」等に取り上げることがある。

これは， 国民一般に裁判所を身近に感じてもらう良い機会でもある。就任記者会見の要

請があった場合には，特段の事情のない限り応じるようにすべきである。その準備等に

おいて，特に留意すべきと思われる事項等については，次のとおりである。

1 人事の報道発表後，記者クラブの幹事社等と事前に連絡調整をして，できるだけ各

社の記者が出席しやすい日時に会見を設定する。場合によっては，所長等がまだ着任

しないうちに調整しなければならないこともあることから，所長等ともよく連絡し合

う必要がある。

2所長等の参考にするため， これまでの就任記事を準備したり，直近の話題事項等，

予想される質問事項を用意する。必要に応じて，記者クラブの幹事社等から質問事項

を出してもらう。

3 会見のカメラ取材の在り方について，取材要領を作成する。カメラ撮影と録音の要

領は，従来の例を参考に検討することになるが，最初の1ないし2間就任の感想や

抱負等に関する応答の間に限る扱いもある。

4所長の略歴等についての簡潔な資料を用意して，会見開始までに記者に配布する。

－28－



4－5記者会見実施上の一般的な留意事項

所長等の就任記者会見（4－4参照）を除き，裁判所においては，一般に記者会見を行

うことは多くない。報道機関への情報提供は，資料等の投げ込み，記者レクでほとんど

まかなうことができるからである。それだけに記者会見を行うに際しては，その必要性

を含め，十分な検討，準備等が必要である。その準備等において，特に留意すべきと思

われる事項は，次のとおりである。また，会見は，裁判所の公式見解等を示す場である

ことから，所長が行うのが原則であり，必要に応じて，局長，次長等が陪席し， 司会進

行は，総務課長等が行うのが通常であろう （裁判所内では，裁判所主催で記者会見を行

うことが一般的である。 ） 。

なお，会見の在り方等によっては，大きく報道されることがあり得るので，会見実施

に当たっては，上級庁に事前に情報提供等されたい。

1 記者会見の心得

一般的に記者会見の心得といわれているものを参考に挙げる。これは，広報担当者

の日常の報道対応の心得にも通じる。

（1） 明確な表現をとる。どちらとも取れるような不明確な表現をとらない。表現が不

適切なことから誤報を招くことがある。

（2） 感情的な対応は避ける。感情を害するような質問をされても， これに呼応して感

情的な応答をしない。

（3） 責任があることが明らかになった場合には,率直に陳謝するべきである。ただし，

責任がない場合や一部しか責任がない場合には，責任回避と受け取られないように

注意する必要はあるが，その点を明確に伝えるべきでもある。なお，事実関係の調

査中で，裁判所側に責任があるか否かが明らかでない段階で， 「事実であるならば」

といった仮定を前提として，陳謝するようなことは，慎むべきである。

(4) 関係者の人権，プライバシーを念頭に置く。特に会見の中で関係者のプライバシー

に不用意に触れたりすることのないように注意する。

(5) オフレコは難しい。オフレコは発言を記録せず，公表もしないことである。記者

との合意によって成立するが，相当の信頼関係がないと困難である。内容によって

は，オフレコにしてほしいと言うこと自体が報道の自由に対する圧力ではないかと

受け取られることもある。

(6) 記者会見を行う時期・タイミングを計る。責任者が会見を避けているという印象

を与えてはならない。また，記者側の締切時間にも配慮が必要である。

2記者会見の準備
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(1) 多数の記者が参加することやカメラ機材の搬入もあることから，記者会見場所は，

裁判事務その他の事務に影響を与えず，会見者と記者との間の距離やカメラ取材ス

ペースが確保できる会議室等の場所に設定する必要がある。

(2) カメラ取材の在り方について，取材要領を作成し，事前に会見参加記者等に周知

するようにする。

(3) 会見の趣旨に見合った基本説明を用意し，会見参加記者にそのペーパーを配布す

ることも検討する。

(4) その他，一般的に会見では，記者から，①全体的な事実経過（時系列） ，②問題

点（原因や背景）についての分析，③過去の同種事例，④裁判所としての対応（改

善策や関係者の処分等） ，⑤所長コメントを求められることが多いので， これらを

中心に事案に応じた必要な準備を行う。
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4－6懲戒処分の公表

裁判所の懲戒処分の公表指針については，平成15年12月22日付けで人事局長が

発出した通知（ 「懲戒処分の公表指針」 ）及び平成16年3月4日付けで裁判所職員倫

理審査会が定めた指針（ 「国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲

戒処分の公表指針」 ）がありj裁判所ウェブサイトでも公開されている。これらの指針

は，それぞれ人事院が発出した「懲戒処分の公表指針について」及び国家公務員倫理審

査会が発出した「国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の

公表指針について」 と基本的に同じ内容である。現在， これに基づいて，懲戒処分が公

表されている。

当然のことながら，国家公務員の不祥事については，国民から厳しい目で見られてい

る。これに伴って，報道機関の関心も高く，懲戒処分の公表時における対応も厳しいも

のになってきている。裁判所としては，懲戒処分を行った場合には， この公表指針に基

づいて公表していくとともに，報道機関からの取材に対しても適時適切に対応する必要

がある。具体的には，懲戒処分を行った後，記者クラブに対して，懲戒処分を行った旨

（事案の概要，処分量定，処分年月日等）及びこれに対する所長のコメントを記載した

ペーパーを投げ込みの方法で交付した上，総務課長等が必要に応じて記者に個別に補足

説明を行う， というのが一般的な対応例であり，必ずしも記者レクを行わなければなら

ないものではない。また，事案にもよるが，懲戒処分の公表のためだけに記者会見を行

うことは，原則ないといってよいであろう。

なお，報道機関等から懲戒処分に関する文書の開示を求められた場合は， 司法行政文

書の開示申出によって対応するのが相当である。
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【参考1】 裁判所の公表指針（平成15年12月22日人事局長通知）

懲戒処分の公表指針について

この度，各庁が懲戒処分の公表を行うに当たっての参考に供することを目的として，

下記のとおり懲戒処分の公表指針を作成しました｡各庁においては,本指針を踏まえて，

懲戒処分の適正な公表に努めてください。

記

1 基本方針

各庁においては，裁判所に対する国民の信頼を確保し，職員の服務規律に対する一

層の自覚を促すため，懲戒処分を行った場合には，事案の性質や内容，社会的影響，

被処分者の職責や関係者のプライバシー保護の必要性等を総合的に考慮し，原則とし

て，以下に定めるところにより，適時適切に公表するものとする。

2公表対象

次のいずれかに該当する懲戒処分は，公表する。

(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

（2）職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち，免職又は停職である懲戒処分

3公表内容

事案の概要，処分量定及び処分年月日並びに所属，役職段階等の被処分者の属性に

関する情報を，個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

4公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等

2及び3によることが適当でないと認められる場合は， 2及び3にかかわらず，公表

内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えない。

5公表時期

懲戒処分が行われた後，速やかに公表する。ただし，軽微な事案については，一定

期間ごとに一括して公表することも差し支えない。

6公表方法

公表は，被処分者の所属庁において行うことを原則とし，記者クラブ等への資料提

供その他，各庁の実情に応じた適宜の方法による。
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【参考2】 人事院の公表指針（平成15年1 1月10日 人事院事務総長通知）

懲戒処分の公表指針について

人事院では， この度，各府省等が懲戒処分の公表を行うに当たっての参考に供するこ

とを目的として， 下記のとおり懲戒処分の公表指針を作成しました。各府省等におかれ

ては，本指針を踏まえて，懲戒処分の適正な公表に努められるようお願いいたします。

本指針は懲戒処分の公表に係る原則的な取扱いを示したものであり，個別の事案に関

し， 当該事案の社会的影響，被処分者の職責等を勘案して公表対象，公表内容等につい

て別途の取扱いをすべき場合があることに御留意ください。

記

1 公表対象

次のいずれかに該当する懲戒処分は，公表するものとする。

(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

（2） 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち，免職又は停職である懲戒処分

2公表内容

事案の概要処分量定及び処分年月日並びに所属，役職段階等の被処分者の属性に

関する情報を，個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するもの

とする。

3 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等

1及び2によることが適当でないと認められる場合は， 1及び2にかかわらず，公表

内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

4公表時期

懲戒処分を行った後，速やかに公表するものとする。ただし，軽微な事案について

は，一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

5公表方法

記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
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5－1取材対応において念頭に置くべきこと

裁判所には， 司法機関として，維持し， あるいは守らなければならない原理，原則が

ある。その中でも特に取材対応において常に念頭に置かなければならない主なものを以

下に掲げる。

一方で，裁判所の説明責任も念頭におく必要があり， この点を考慮することなく，漫

然と回答を控える対応とならないよう注意が必要である。

1 裁判所の独立，裁判運営の適正

裁判所の主な職責は，様々な法的紛争を，法律の定めた手続に従って，適正かつ迅

速に処理することである。 こうした裁判事務は，裁判所にとってのいわば本体的業務

であり，事務局の行う司法行政事務は， この裁判事務が円滑適正に行われることを側

面からサポートするためにある。

ところで，裁判事務は，司法行政事務と異なり，受訴裁判所を中心とする裁判部が，

その権限に基づき独立に判断・処理することを原則としている。 したがって，広報担

当者においては，裁判部の行うこのような権限行使にいささかでも支障となるおそれ

のある言動は厳に‘|真む必要がある。例えば， ある判決について，広報担当者が，その

当否に触れたと受け取られるコメントをすることは，その者の意図のいかんを問わず，

事務局による裁判への干渉（すなわち裁判の独立の侵害）と誤解されかねない。また，

そうしたコメントが原因となって訴訟が紛糾すれば，その後の訴訟の適正な運営の障

害ともなる。

広報事務は，前述したとおり， 司法行政事務の一種であり，裁判事務をサポートす

べきものである。広報担当者による不用意な言動が裁判事務の支障となるというよう

なことは，本末転倒であり，決してあってはならない。

2裁判所の中立性，公平性の確保

裁判所は，その職務の性質上， 中立性，公平性を厳に維持しなければならない。実

際に中立性，公平性を維持するとともに， この点で国民に疑念を抱かれることも避け

ねばならない。裁判所は，取材対応を含め，広報活動全般にわたって，裁半ll所の中立

性，公平性と矛盾しないかどうかという観点から配慮しなくてはならないのである。

例えば，事件の担当裁判官や裁判所書記官等が特定の事件について，法廷外，判決

外で説明したり，論議したりすることは，手続の公正や判決の信頼性を傷つけ，ひい

ては裁判の中立性，公平性に疑念を抱かせることになる。司法行政部門であっても同

様であり，裁判所にとって良かれと思ったとしても， このようなことは絶対にしては

ならない（法廷内の裁判官の発言内容や判決内容についてコメントを出すなど。そも
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そも司法行政部門が裁判の内容等について発言することは，それだけで中立性，公平

性に疑念を抱かせるおそれがある。 ） 。

そのほか，次のような例がある。

(1)裁判所内で事故やトラブルが発生したような場合に，裁判所が当事者的立場に立

たされることが起こり得る。裁判所は，今後，その事故等の関係者を裁判しなけれ

ばならなくなる可能性があることを前提に，取材対応に当たっても，裁判所の中立

性，公平性について誤解を与えないような配盧が必要である。

(2) 事件当事者が裁判所内で一方的にデモンストレーション的な活動をし， これを報

道させて宣伝効果を高めようと意図するような場合がある。 このような場合に，裁

判所が一方当事者の宣伝活動に協力するようなことをすると，裁判所の中立性，公

平性を損なう。報道機関から取材の申込みがあった場合（原告の訴状提出場面や要

請行動場面の庁舎内でのカメラ撮影を含む取材申込みなど）には， このような視点

からその当否について検討しなければならず，報道機関に対して裁判所の立場をよ

く説明し，理解を求めなければならないこともあろう。

3 関係者のプライバシーの保護等

裁判所の扱う情報には，捜査の秘密に属する事項や企業秘密，少年事件における少

年法61条に係る事項，閲覧等制限の申立や秘匿決定のなされた事項等，本来公開し

てはならない情報がある。

また，裁判においては， 当事者はもちろんのこと，証人や鑑定人，刑事被告事件の

被害者， あるいは代理人，弁護人，検察官等様々な人々が関与するところ，裁判所の

取材対応によって， こうした人々のプライバシーが害されることがあってはならない。

取材対応のなかで， こうした人々の氏名や住所，事件との関係を明らかにしてよいか

どうかについては，細心の注意をもって検討することを要し，事項によっては，裁判

事務への影響も考えなければならないので，裁判部の意見を聴く必要がある。

その他期日情報等の裁判関係情報を提供する場合にも，裁判部と連携しつつ，提供

する情報に秘匿事項等の公開してはならない情報が含まれていないことを確認する必

要がある。
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5－2取材対応における一般的な留意事項

前述のとおり （5－1参照） ，個別具体的な事件について，報道機関から総務課に取

材があった場合に， 当該事件情報について，総務課が裁判部に照会すること自体が裁判

の独立に触れるおそれがあり得る， ということに注意する必要がある。また，総務課が

裁判事項について報道機関に回答する際には，回答が裁判体の判断であるかのように誤

解されないように注意する必要もある。その他，一般的な留意事項は，次のとおりであ

る。

1 心構え

(1)誠実な対応

記者の取材事項をよく聴き， 当方の伝えたいことを確実に伝えることが必要であ

る。形式的な対応ではうまくいかない。

誠実な対応とは，結局，相手の問題意識等を理解した上で，裁判所側として可能

な限りの対応を行うこと， といえる。当然，言えないことについては「言えない」

と毅然と対応すべきである。また，知ったかぶりなど，その場限りのいい加減な対

応は慎む。裁判部における当事者対応と基本的に同じであるといえよう。

（2） 取材拒否は禁物

記者から取材申込みがあった場合，仮に「回答できない。 」 ， 「ノーコメント」

の対応になるとしても，取材自体は原則として受けるべきである。取材拒否は禁物

である。

例えば，記者から会議に参加中の所長に取材申入れがあった場合には， 「所長は

会議中で取材を受けられない。 」などと対応するのではなく，会議の場にメモを差

し入れ，所長の指示を得た上で対応すべきである。

（3） 記事への介入は禁物

記事につき記者に圧力をかけていると受け取られるような対応をしてはいけない。

また，記事は記者が書くものであり，取材を受けた裁判所の思いどおりの論調にな

るとは限らない。裁判所のコメント部分が言ったとおり正確に書かれなくてはなら

ないのは当然であるが，裁判所側が記事内容等を指定したり，記事が出ないように

止めたりすることはできない。このようなことを要求していると受け取られないよ

う，言動には注意しなければならない。信頼関係ができている記者から，記事の正

確性を確実にするため，記事原稿のチェックを頼まれることもあるが，それを取材

を受ける条件として要求することは，差し控えるべきである。

(4) 記者に正しく理解してもらえる努力を

取材対応の結果,誤報等がされては何の意味もない｡記者が正しく理解するよう，

－36－



分かりやすい説明等が求められる。 このような対応を的確に行うためには，記者と

のコミュニケーションをよく取り，その認識内容や問題関心等をよく理解すること

が必要である。

(5) 広報感覚を磨く

取材対応は，一見定型的に思えても，一件一件違っているといえる。急いで上級

庁とも相談して対応すべき事案もあれば，数日かけて検討して対応できる事案もあ

る。前例に従えばよいというものでもない。事案の特性を見極める感覚を磨く必要

がある。

2取材申込みを受ける際の留意事項

(1) 取材申込み

記者からの取材申込みは様々な形でされる。広報の窓口である総務課に電話で聞

いてくる場合が最も多い。そのほか，総務課長を訪ねてくる場合，直接所長に面談

を求めてくる場合などがある。訟廷や裁判部に聞いてくる場合もあり得る。

いずれの場合も，一番最初に取材申込みを受ける際の対応が肝心である。 ここで

記者の取材の趣旨等を的確に把握できないと，十分な対応が検討できず，行き違い

によるトラブルや，ひいては誤報等を招いてしまう原因にもなる。

なお，総務課以外に取材申込みがあった場合には， 「報道機関からの取材は，総

務課が窓口として担当することになっていますので，総務課にお願いします。 」 と

言って，総務課を案内するのが相当である（3－2参照） 。

（2）聴取事項

記者から電話等で取材の申込みがあったときは，次の点を確認して，その場でメ

モを取るようにする。

①会社名（所属） ，記者の氏名，連絡先

②取材内容取材目的ないし取材動機や背景事情

③どのような取材希望か

取材希望日時ないし回答期限

④報道予定（掲載日，放送日，番組名等）

②及び③については，次のとおりである。

ア取材内容（②)

記者が何を取材しているのかよく聴く。取材申込みの窓口担当が，取材内容を

よく理解しないまま形式的に記者の言うことを聴き取っても的確な取材対応はで

きない。また， 中には，誤った法律知識を前提に，事実関係や統計数値を尋ねて

くる記者もいないわけではない。前提が誤っていないかなど，注意して取材内容

を聴取しなければならない。
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イ取材目的ないし取材動機や背景事情（②）

これを知ることは的確な応答のために大切であるが，不用意に記者に質問する

と，取材に不当に干渉していると受け取られるおそれがある。要は，取材の趣旨

等をよく了解して対応したいので， どういう趣旨の取材なのか， よく分かるよう

に教えてもらえないか， という姿勢で尋ねてみることである。

ウ どのような取材希望か（③）

記者が，所長との面談を求めているのか，所長のコメントを求めているのか，

単なる事実関係等の照会・問合せ，資料提供の依頼なのかなどを聴取することが

必要である。

エ取材希望日時ないし回答期限（③）

必ず取材希望日時ないし回答期限を聴取する。この際,記者の希望日時までに，

事実の確認や資料等を整える時間の余裕がないと思われる場合などには，回答期

限をあいまいにせず，裁判所側で回答できそうな期限を明確に伝えることが必要

であり，一旦回答期限を約束した以上は，それを守るよう努力すべきである。

なお，回答期限を定めた場合には， 当該時刻に記者から回答を求める電話等を

もらうようにしておけば，行き違いなどがなくなる（回答期限を設定できなかっ

たとき， あるいは回答期限に電話をもらったが回答が準備できていなかったとき

などは， 「準備でき次第，裁判所から連絡します。 」 と対応する必要がある。 ） 。

回答の際の留意事項3

(1)必ず発表するコメント等を紙に書いて用意した上で記者に伝える。記憶して話す

というのは不正確になるので絶対にしない。

(2) 原則， 口頭で，記者に正確に書き取ってもらえるように紙を見ながら文章を読み

上げて伝える。漢字で同音異義語がある場合や固有名詞の場合， どの漢字か口頭で

説明する気配りも必要である。

(3) コメントや質問事項を回答した後，別に質問を受けることもある。あらかじめ所

長から質問に答えてよいと指示を受けている回答の範囲を超えて質問された場合に

は，その場で答えることなく，答えられるかどうかも含めて引き取り，改めて所長

の指示を受けて対応する。

(4) 対応後は，速やかに，対応の際の状況を所長に報告する必要がある。 コメントや

回答の趣旨等が誤解されているおそれが見て取れる場合には， これに直ちに対処す

る必要があるからである。

なお，取材への対応は，記者と面接して行うことが望ましい。記者の表情や態度を

見ることによって，思わぬ誤解や行き違いを防止することができるとともに，対面し

て丁寧に対応することによって，記者との間により深い信頼関係を築くことができる
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からである。 もとより，取材内容が定型的な事実の確認にすぎないとき，来庁を求め

ることが記者の負担になるときなどには，電話対応で済ませる場合も多いであろう。

また，既に記者との間に十分な信頼関係があるという場合にも， あえて面接を求める

までのことはないと思われる。 しかし，例えば，必ずしも十分な信頼関係が築かれて

いないような記者に対応するときや，対応に神経を要するような重要，微妙な案件に

ついては，電話対応で済ませるのではなく，面接により対応するのを原則とすべきで

ある。
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5－3取材事項について総務課で即答できない場合の対処

法廷内での出来事等，取材を受けた時点で総務課ではその事実関係が分からず，即答

できないという場合には，次のとおり対処する必要があろう。

なお，即答できないことがあったとしても，それ自体を負い目に感じることはない。

記者が強く即答を求めてきた場合には，事実関係をきちんと把握しなければ回答できな

いことを明確に記者に伝えるようにする。

1 裁判部との連携

総務課では取材の対象となる事件等に関する事実関係は分からないから， 当然，裁

判部から情報提供をしてもらう必要がある。的確な取材対応のためには，裁判部から

広報担当者への迅速かつ正確な情報提供が不可欠となる。そのためにも，平素から総

務課と裁判部との連携を密にしておくことが大切である。

2正確な事実関係把握

例えば，法廷内で事故やトラブルがあったという場合，法廷に入っていた記者は，

直ちに事実の確認や所長のコメント等を求めて，総務課に取材してくる。 この場合，

総務課は， まず，裁判部に事実関係について尋ねることから始めなければならない。

記者から回答を急がされても，記者が持ち込んだ情報を前提にしてコメントを出すよ

うな対応は絶対にしてはならない。記者が正確に法廷内の事実や訴訟手続内での位置

付けを認識しているとは限らないからである。裁判部から，正確な事実関係について

適切に情報収集を行い， これを基に所長以下の広報担当で対応案を検討し，必要があ

れば上級庁に情報提供等するなどして対応することになる。

なお，以上のことは，裁判所内で事故等が生じたときにも同様である。記者と対応

した際にこちらの事実関係の把握があやふやでは事態を紛糾させるだけである。事実

関係の正確な把握は， あらゆる場面の報道対応の基本中の基本である。
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5－4休日等における取材対応

休日や所長不在時に取材があった場合の取材対応について，特に留意すべきと思われ

る事項は，次のとおりである。

1 即時対応の必要

休日 ・夜間でも，責任者である所長の不在時でも，報道機関から取材が入ることは

ある。報道機関は休みなく取材活動を続けて新聞やニュース番組を提供しており，可

能な限り，取材を受ける側もこれに対応しなくてはならない。 さもないと， こちらの

話を聞かずに記事を書いてしまい，誤報や一方的な記事となってしまうおそれがある

からである。特に，休日・夜間， とりわけ深夜の取材は，それだけ報道機関としての

ニュース価値が高く，取材の必要性が高いとみてよいと思われる。

報道機関からの取材には，原則として，いつでも，直ちに対応する必要がある （直

ちに回答する， という意味ではない。 ） 。

2休日・夜間の連絡態勢の確立

そこで，休日や夜間に取材があった場合にも，広報事務を担当する総務課職員から総

務課長，事務局長，所長と連絡し，責任者である所長が対応できるように平素から連

絡態勢を準備しておく必要がある。そのためには，休日 ・夜間の当直が記者対応をし

ないように， 当直に取材があった場合のルール作りをしておかなければならない。

休日・夜間の取材についても，上級庁に相談の必要があるときには，直ちに連絡す

ることが重要になる。そのための連絡態勢も平素から考慮しておくべきである。

3責任者不在時の態勢

責任者である所長が不在の場合，まず，所長の出先に連絡できるときには連絡をとる

ことになる。連絡不能の場合には，事務局長，次いで総務課長が，上級庁と相談しな

がら，所長に代わって対応することになる。

事案にもよるが，所長が不在であるからといって，締切時間に追われている記者を

いたずらに待たせることは相当でない。
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5－5緊急時における取材対応

突発的な事故やトラブルが起こった場合をはじめ，緊急時における取材対応は難しい

ものである。緊急時の取材対応について，特に留意すべきと思われる事項は，次のとお

りである。

1 事実関係の迅速かつ正確な把握

まず，速やかに事実関係を調査することが必要である。迅速かつ正確な事実把握が

取材対応の出発点である。緊急時には情報が錯綜したり，混乱していることもあるか

ら，確かな情報と不確かな情報とをより分けながら，事実関係を把握する。

2取材内容等の正確な聴取

報道機関から取材申込みがあった場合，相手方記者の特定，取材内容，回答期限等

の必要事項を正確に聴き取ることが必要である。また，可能な範囲で取材目的，取材

動機，背景事情等も教えてもらうようにする。

3 緊急の対応を要するかどうかの判別

事実関係の第一報が入ったり，記者からの取材を受けた時点で，その事案が緊急の

取材対応を必要とするものかどうか，今後の広がりはどの程度か， の見極めをしなけ

ればならない。物事の先を読むというセンスが必要である。

4所長への的確な情報集中

責任者である所長が的確な判断を行えるように，事実関係の第一報を所長に報告す

るとともに，記者からの取材についても報告することが必要である。緊急の対応を要

すると判断した場合には，所長がほかの執務中であっても，迅速に報告しなければな

らない。その際，緊急の対応が必要と考える旨進言する。

その後，事実関係の調査が進めば，その都度，判明した事実を所長に報告する。新

たな取材等があった場合も報告する。総務課一事務局長一所長に情報を集中させなけ

ればならない。

5窓口の一本化

緊急の取材対応の場合も，対応は総務課一事務局長一所長のラインで行う。緊急の

際には，情報の錯綜や混乱が起こりやすく，取材に対応する窓口は，絶対にこのライ

ンに一本化しなければならない。総務課においても， 当該情報の取扱いを総務課長，

課長補佐等，特定の職員に集中させる必要がある。
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6上級庁への情報提供等

緊急の取材対応について上級庁に情報提供等する場合には， まず，第一報し， さら

に詳細が判明し次第，又は取材があり次第，順次連絡を入れるという形で行うのが適

切である。

7報道対応案の作成

記者からの質問が予想される事項を念頭に置きながら，報道対応案を作成する。具

体的には，事実関係，問題点についての裁判所の見方，裁判所の対応などについて，

検討していくことになる。

8所長による対応

記者の取材に対し，事実関係を説明するなり，裁判所のコメントを出すなりの対応

は，原則として，責任者である所長が行う。又は所長の指示を受けた事務局長，総務

課長等が行う。

また，実際に対応を行うに当たっては，報道機関の締切時間に配盧しなければなら

ない。緊急の場合にこそ， この配慮は重要である。かつ，緊急の場合には，誤りが起

こりやすく， また，訂正の時間もないことから，ふだん以上に正確な説明等に留意す

る必要がある。

9平素の心掛け

緊急の場合の対応は， その場で急にうまくやろうと思っても難しいものがある。平

素から緊急時のための準備を行っておくこと，通常時の取材対応を適切に行うこと，

また，平素から記者たちとの間に信頼関係を醸成すること， といったことが緊急時に

適切な対応をするために大切になってくる。
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5－6裁判官等の裁判所職員に対する取材への対応

1 裁判官の場合

報道機関が，何らかの報道目的をもって，特定の裁判官を指名せずに， あるいは特

定の事件を担当した裁判官，特定の地域の裁判所や特定の部署に勤務した経験のある

裁判官，外国に長期留学研修した経験を有する裁判官など特定の裁判官を指名して，

取材を申し入れてくることがある。取材の態様も， コメント依頼，質問事項への回答

依頼， インタビュー依頼，テレビ， ラジオへの出演依頼，雑誌等の対談企画への出演

依頼等，様々である。 こうした裁判官に対する取材については，次のことに留意すべ

きである。

なお，当然のことながら，裁判官に対する取材への対応場面でも，裁判所の中立性，

公平性に留意する必要がある。

(1) 企画内容等の確認

どのような企画内容であるか，企画の趣旨， 目的はどのようなところにあるのか

をよく確認する必要がある。特に，特定の裁判官を指名しての取材申入れには注意

が必要である。なぜその裁判官である必要があるのか， よく確認する必要がある。

（2） 所長への報告等

企画内容等の確認ができたら， まずはそれを所長に報告し，指示を受ける。その

ような取材を受けることの当否は，裁判官が公的な立場にあること，その言動が裁

判と裁判所の信頼に影響を及ぼす可能性があることなどを考慮すると，単に当該裁

判官個人の意向のみで決められるべきものではなく，裁判所として’|真重に判断する

ことが求められるからである。その上で，所長の指示に従い，必要に応じ当該裁判

官に知らせる（場合によって，その意向も聴取する。 ） という手順を踏むべきであ

る。所長の指示を受けることなく， 当該裁判官に取材依頼があったことなどを説明

し，話を進めることは不相当である。

(3) 直接裁判官に取材の申入れがあった場合

記者が直接，裁判官に取材を申し入れることがある。 自宅への押し掛け取材，帰

宅途上での取材等の場合もある。 このような場合に備え，ふだんから裁判官には，

記者から取材があった場合には， 「取材の申入れは総務課が窓口になっているので，

総務課に話をしてもらいたい。 」 と明確に対応してもらうよう伝えておく必要があ

る。記者から， 「裁判官という立場を離れた○○さん個人への取材です。 」 と言わ

れても，裁判官である以上， 同じ対応をする必要がある。

なお，裁判官から，記者から取材等の申入れがあった旨の通報がなされた場合に

は， 当該記者に対して， 「取材の窓口は総務課になっているので，直接裁判官に取

材を試みることは差し控えていただきたい。 」 と，裁判所の考え方を説明する必要
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がある。

(4) 取材への対応等

裁判所の中立性，公平性の観点からの検討を踏まえた上，取材を受けることを相

当と判断した場合,例えば,それがインタビュー取材であれば,事前に,インタビュー

内容を確認し， どのような回答等をするのが相当であるかなどをよく検討しておく

必要がある。

なお，最近では，テレビの生放送番組への出演依頼等がなされることもあるが，

生放送番組は予期しない出来事が起きることなどもあり，依頼に応じるか否かにつ

いては，特に慎重な検討が必要である。

(5) 個別事件を前提とした取材依頼への対応等

個別事件を前提とした取材依頼に当該担当裁判官が応じることは相当ではない。

「裁判官は弁明せず」の法格言（法諺）があるとおり，個別事件に関する裁判所の

判断及び理由は，全て半|｣決や決定の理由の中で示されるもので， これら以外の場面

で判決等について弁明したり， コメントしたりすることは不適切であるとされてい

る。また， これを疑わせるような可能性のある取材に応じることも同様である。番

組に出演すること自体で，裁判所の中立性，公平性に疑いを持たれることもあり得

る。いずれにしても，個別事件を前提とした， あるいはそうとられてもやむを得な

いような取材には応じることができない， と肝に銘じておく必要がある。

2一般職の場合

裁判官以外の裁判所職員に対する取材への対応については，基本的には，裁判官に

対する取材への対応と同様の検討等を要する。

ただし，裁判官以外の裁判所職員に対する取材への対応については， 「裁判官は弁

明せず」の法格言（法諺）のある裁判官とは異なるが，守秘義務（国公法100条）

が課せられていることには十分に留意する必要がある。特に，裁判所書記官，家庭裁

判所調査官，執行官等，事件を担当し，裁判官に極めて近いところで仕事をしている

職員については，慎重な検討が必要である。

これまでに取材依頼で応じたことがあるものとしては，次のようなものがある。

なお，当然のことながら，裁判官以外の裁判所職員に対する取材への対応場面でも，

裁判所の中立性，公平性に留意する必要がある。

①裁判所書記官，家庭裁判所調査官の仕事内容や仕事の魅力，やりがいなどを紹介

するもの

②裁判所事務官，裁判所書記官，家庭裁判所調査官を目指した動機，試験への準備

などを紹介するもの

③その他，地域の行事や個人的な趣味，活動などを紹介するもの（裁判所の職務と
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5－7支部等に対する取材への対応

報道対応は責任者である所長が行うという原則は，支部における取材対応でも同様で

ある。直接支部に取材申込みがあった場合には，庶務課（長）が窓口となり用件等を確

認し， これを本庁の広報事務を担当する総務課などに連絡をした上，対応は，本庁で引

き取って行うのが通常である。

しかし，支部所在地の報道機関等が支部に取材に来ており，本庁まで取材に行っても

らうことが難しいような場合には，所長の指示の下に，支部において回答することもあ

るであろう。支部で対応することとなった場合，支部長が対応するのが相当であるが，

支部長が裁判に立ち会っていて記者への対応ができないとき，支部長が取材対象の事件

に関与しているようなときなどは，支部長の指示を受けた庶務課長が対応することにな

ろう。

なお，支部に取材対応を要する大型事件が係属した場合等については，本庁の広報事

務を担当する総務課などが支部への応援態勢を組むのが相当である。

おって，本庁で対応するとしても支部で対応するとしても，本庁と支部との緊密な連

絡，連携に留意する必要がある。

以上の点は，家庭裁判所出張所及び簡易裁判所についても同様である。
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5－8検察審査会に対する取材への対応

1 原則的対応

検察審査会は，裁判所から独立した機関であるから，検察審査会に対する取材につ

いては，検察審査会事務局が取材対応することになる。裁判所の広報事務を担当する

総務課は， 当然には検察審査会に関する事務について権限を有していないことに留意

する必要がある。

ただ，総務課に取材申込みがあったり，検察審査会事務局に直ちに引き継ぐことが

できない事情等がある場合には，総務課が記者と検察審査会との間の取次役をするこ

とは差し支えない。その場合にも対応の主体が検察審査会であることを十分留意し，

記者にもその理解を求める必要がある。

もっとも，取材対応に不慣れな検察審査会事務局から，その経験の豊富な総務課に

支援，協力を求めることはあり得ることであり，それに応えて総務課が適切な助言を

するなどの支援を行うことは望ましいことである。

2検察審査会事務局における具体的な取材対応

報道機関からの取材に当たっては，捜査の秘密，審査会議の非公開，関係者のプラ

イバシー保護等の事情に十分配慮した上で対応する必要がある。一般的に，議決前の

段階では， 申立ての有無等ごく一部の事項について確認に応じる程度に限られ，議決

の要旨の掲示後は，掲示した日等の外形的な事実のほか， 同要旨に記載された事項の

範囲内で回答することになろう。
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6－1裁判報道における一般的な留意事項

裁判報道は，裁判所の本体業務である「裁判」を正しく報道するものである。それだ

けに，裁判報道が適切になされることは，裁判所の広報担当者として，最も重要視すべ

き事柄であるといえよう。いかにして報道機関に「裁判」をきちんと理解し，正確に報

道してもらうか， ここに取材対応の一つとして行う報道機関への便宜供与の意義がある。

一般に司法行政として便宜供与をすべきか否かについては，おおむね次の観点からの

検討が必要であると言われている。また，他に容易に便宜が得られる手段があるか，過

大な事務負担を強いるものではないかといったことも考慮要素となろう。

①主体の公共性

②目的の公益性

③関係者のプライバシー保護等の必要性

これまで裁判所が裁判報道のために報道機関に対して行ってきている法廷内写真撮影，

記者席の確保，判決要旨の交付等の便宜供与も， これらの観点から許否が判断されてき

たものであるといえよう。

もっとも，裁判所が報道機関に対して，具体的な場面において， どのような便宜供与

を行うのが相当かについては， これらの観点に加えて，報道の対象となっている事件の

社会的影響の大きさ，裁判体の意向，報道機関側の関心の度合いや要望の大きさなどを

踏まえた検討が必要になろう。また，便宜供与をすることによって，裁判の適正， 円滑

な運営に影響を与えたり，裁判の独立を害したりするおそれはないか,裁判所の中立性，

公平性に疑いが持たれるようなことにはならないかとの観点からの検討も必要になろう。

なお，裁判報道における便宜供与は，飽くまでも便宜供与であって，報道機関に特別

の権利や利益を約束するものでないことは，言うまでもない。状況等に応じて，裁判所

は，報道機関に対して，毅然とした対応をすべきである。

おって， これまで行ってきていた便宜供与の範囲を変更する際には，他庁への影響を

含めた波及も考えられることから，上級庁に相談するとよいであろう。
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6－2法廷内写真撮影

法廷内カメラ取材については，平成3年1月1日から， 「法廷内カメラ取材の標準的

な運用基準」を基に，各庁において運用要領が作成され，これに従って実施されており，

全国的に運用が定着しているといえよう。

ところで，法廷内カメラ撮影を許可するかどうかは，裁判長又は開廷をした一人の裁

判官の法廷警察権の行使の範ちゅうに属するものであり，事件の性質・内容，その他諸

般の事情を考慮して許可等の判断がされる（民事訴訟規則77条，刑事訴訟規則215

条） 。 したがって，法廷内カメラ取材の申請がなされたとしても，裁判の適正な運営に

支障を生じるなど特別の事情がある場合には，極めて例外的に裁判所等の判断により不

許可とすることがある。

なお，具体的に，特定の事案において不許可とすべきか，運用要領と異なった扱いを

すべきかなどを検討するに当たっては，他庁の実情も参考にすべく，上級庁に相談する

ことも一つの方法であろう。

おって，法廷内カメラ取材の当日のカメラマン等への対応において，広報担当者とし

て留意すべきと思われる事項は，次のとおりである。

1 法廷に誘導する前に， カメラマンに対して，改めてカメラ取材の際の注意点につい

て説明することが必要である。腕章の着用，撮影時間，撮影場所，撮影方法，撮影対

象，撮影中止の合図があれば中止すること， 中止の合図の前後を問わず当事者や傍聴

人が法廷の秩序を乱す行為に出たところは撮影できないことなどを確認する。

2撮影中止の合図に従わないカメラマンを規制するような場合でも， カメラを手でふ

さく守などの実力行使はしない。そのこと自体が二次的トラブルの種となる危険がある

からである。

3違反撮影をされてしまったような場合には，撮影後カメラマンを法廷外へ誘導して

から，その写真を使用しないよう申し入れ， さらに記者に対しても同様の申し入れを

して，違反撮影の写真が報道されないようにする。

4 当日の進行については， あらかじめ裁判部との間で緊密な打合せを行い，保釈され

た被告人が在廷しているなど， 当日予定外の動きがあった場合には，裁判部の担当者

からも直ちに連絡を受けられる態勢を確保しておく。
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【参考】

法廷内カメラ取材の標準的な運用基準

（平成3年1月1日）

1 法廷内カメラ取材の許可

法廷内カメラ取材は，裁判所又は裁判長が，事件の性質・内容，その他諸般の事情

を考慮して，許可するものとする。

2 代表取材

撮影は，新聞・通信・放送各社間で話し合い，代表取材する。

3撮影機材

撮影機材は， 1人で操作できる携帯用小型スチールカメラ1台，予備用スチールカ

メラ1台及びビデオカメラ1台とし，照明機材・録音機材・中継機材は使用しない。

4撮影要員

(l) 入廷できる撮影要員は， スチールカメラにつき1人， ビデオカメラにつき1人と

する。

（2） スチールカメラにつき1人， ビデオカメラにつき1人の撮影補助要員の入廷を認

める。

5撮影時期・時間

撮影は，裁判官の入廷開始時からとし，裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分

以内とする。

6被告人の在廷

撮影は，刑事事件においては，被告人の在廷しない状態で行う。

7撮影位置

撮影位置は，傍聴席後部の裁判長（裁判官）が指定する区域内とする。同区域内に

おいては，撮影位置を移動することができる。

8撮影対象

撮影対象は，入廷中の裁判官並びに裁判官席及び当事者席とし（傍聴席が付随的に

入ることは可） ，次に掲げる撮影は許されない。

(1)特定の人物（裁判官を除く。 ）の拡張・拡大写真を撮影すること。

（2） 傍聴席にいる特定の者を個別的に撮影すること。

（3） 当事者・傍聴人が宣伝的行為や法廷の秩序を乱す行為に出た場合， これを撮影対

象とすること。

9撮影中止

撮影要員は，裁判長（裁半ll官）又はその命を受けた裁判所職員の中止の指示があっ
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たときは，直ちに撮影を中止し，退廷しなければならない。

10条件違反の取材が行われた場合の措置

取材条件又は裁判長（裁判官）の命じた事項に違反する取材が行われたときは，裁

判長（裁判官）の権限に基づく処置，一定期間の取材停止その他必要な措置を執るこ

とがある。

ll 付記

法廷内カメラ取材の許否は．各裁判体の決定に係る事柄であり，法廷内カメラ取材

（又はビデオカメラによる取材）を原則的に認めない裁判体， あるいはこの運用基準

を制限的に運用する裁判体もあり得る。
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6－3庁舎内(敷地内)写真撮影

法廷内カメラ取材のほかにも，裁判所構内における様々なカメラ取材の申込みを受け

ることがある。具体的な取材申込みごとに，庁舎管理権者であり，広報の責任者である

所長がその許否を決めることになる。その際には，裁判所の執務に支障を生じないかど

うか，一般来庁者のプライバシーを害さないかどうか，裁判所の中立性，公平性に反し

ないかどうか， さらに，取材した映像の使用目的， これまでのその庁の取材慣行などを

考慮することになろう。また，状況に応じて，上級庁に相談することが必要な場合もあ

ろう。

なお，庁舎内（敷地内）写真撮影の対応場面例としては，次のようなものがある。

1 著名事件の裁判期日におけるカメラ取材

著名事件の判決や公判の場合，法廷内カメラ取材以外にもカメラ取材が申し込まれ

る。事件当事者の登庁場面等は，撮影される側の承諾を条件にして， 門から庁舎に入

るまでの場面につき許可する例がある。また，庁によっては，玄関先に一定のスペー

スがあり，一般来庁者等への影響がないと見込まれる場合などには，放送記者の立ち

レポを許可する例もある（立ちレポ＝立ちレポートの略。テレビ報道で記者が裁判所

庁舎等を背景に立ち，裁判の内容や審理の様子を報告するもの。大事件の判決があっ

たときなど，広報担当に立ちレポの許可申請が出てくる。玄関先や裁判所のプレート

前辺りで許可される例がある。記者によるレポートのみを認めるのが通常で， スタジ

オ等との掛け合いや，その場でパネル等を使用してのレポートは認めていないのが大

半であろう。 ） 。

これに対し，例えば，裁判所構内で事件関係者や一般来庁者に対するインタビュー

取材をすることや，一方当事者等が裁判所構内で報告集会のような活動を行うのをカ

メラ取材することは許可していないのが通常である （そもそも構内で一方当事者等に

よる集会等を行わせること自体が，裁判所の中立性，公平性に反するもので不適当で

ある。 ） 。

2裁判期日以外のカメラの取材

事件関係者，事件とは関係のない各種団体や個人が，裁判所に対して何らかの要望

や申入れのため， あるいは抗議のために来庁することがあり， このような場面のカメ

ラ取材が申請されることもある。 この場合，裁判のための報道ではないことから，便

宜供与の必要性は低く， また，撮影される人たちの宣伝にもなることから， その許否

については慎重に検討する必要がある。

同様に，原告が訴えを提起する場面のカメラ取材を求められることもある。一方当
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事者の行為であること，被告はこの訴え提起について知り得る立場にない状況にある

ことを考えると，裁判所の中立性，公平性の観点からは， このカメラ取材を認めるこ

とは相当でないというべきであろう。

3事故現場等のカメラ取材

裁判所構内で事故やトラブル等が発生したような場合， その現場のカメラ取材を求

められることがあるが，現場では突発的な出来事等に対処する必要があり， さらに捜

査への影響や関係者のプライバシーへの配慮といった観点から， カメラ撮影を許可す

ることは多くないものと思われる。

4 テレビ報道番組等のためのカメラ取材

一口にテレビ番組と言っても報道特集番組から教養番組，娯楽番組まで様々であり，

また， 申し込まれる撮影対象も裁判所建物の外観から執務室内までいろいろであるか

ら，個々の取材ごとに検討しなくてはならない。

5空き法廷のカメラ取材

報道機関等から資料映像等として，空き法廷のカメラ取材を求められることがある

が， このような場合，取材目的等を考慮した上，許否を検討することになる。

なお，撮影を許可する場合でも，裁判所の事務に支障のない時間帯に行うほか，使

用目的以外に使用しないこと及び職員が立ち会う等の条件を付する必要がある。教育

目的で人物の入らない状態を撮影するなど一定の場合には，撮影の許否等について，

上級庁に相談する必要はないであろう。

(注） カメラ取材については，庁舎内におけるもののほか，執行官の執行現場等にお

いても求められることがある。民事執行法上，執行官の取り扱う事務は非公開で

あることから，一般的に，執行場所で執行行為中の場面のカメラ取材には応じる

べきではないであろうが，個別の取材依頼ごとに，前記の観点等も踏まえ，執行

裁判所ともよく調整して対応する必要がある。
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6－4判決要旨等

1 判決要旨等の提供の理由等

言渡し前に，記者クラブから広報担当に対して，判決言渡しの際，判決要旨・骨子

を配布してほしい旨の要望が出されることがある。

記者は，言渡し後ごく短期間のうちに記事を作成しなくてはならない。記事の予定

稿を用意することもあるようであるが，それでも記事をまとめるまでには，非常に慌

ただしい作業となる。そのような中で短時間に判決文を読みこなす， あるいは判決理

由の朗読を聴いて正確に要点を抽出するということは極めて難しいといえよう。 この

ような状況から，正確な報道のためには，裁判所の方で要旨・骨子を提供するのが有

効であるとして， これまでも便宜供与してきたところである。

2判決要旨等作成のための協力依頼

判決要旨等の作成は広報事務であるが，実際には，事案や判断の内容に精通してい

る裁判体の協力が不可欠である。判決を正確に報道してもらうためであり，記者クラ

ブから要望があった場合には，広報担当者から速やかに裁判部（裁判官）に依頼する

ことになる。

裁判部に判決要旨等の原案作成を依頼する際には，次の点にも配盧を願うとよい。

(1) 長文にならないよう配慮

紙面のスペースには限りがあるため，判決要旨が長文であると，一部がカットさ

れて掲載されることになる。事件にもよるが，新聞に掲載される分量は，長くても

3000字程度，骨子は300字程度とされている。 これが要旨等の長さの目安に

なる。

（2） 分かりやすいよう配慮

例えば， 当事者複数の民事事件の場合，記者は主文を見て認容総額を把握できな

いこともある。判決要旨中に認容総額を盛り込むと誤報が防げる。当事者多数の損

害賠償事件などでは，認容総額（連帯して支払が命じられたときは，全体で支払う

べき額） ，判決時の原告数と認容した原告数，認容最高・最低額等が分かるような

一覧表を用意するなどの工夫が求められる。また，判決要旨の各項目ごとに見出し

などを付けると判決要旨の全体像が分かりやすい。判決要旨は，報道のためのもの

で，判例集に載せるものではない。重要な法律論であっても，記者が関心を示さな

いようなものは省き，判決要旨等は，一般読者を想定した，分かりやすいものを作

成すべきであろう。

（3） プライバシー情報への配慮

判決要旨等の作成に当たっては，秘匿決定のされた事項等，関係者のプライバシー
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に関する情報に十分配慮することが求められる。

(4) 判決要旨等の部数への配慮

著名事件では，記者から判決要旨等を複数部数求められることがある。複数の記

者が手分けをして記事を書くことがあるためと思われる。可能な範囲で配慮すべき

であろう。

(5) 判決要旨を作成できないときの配慮

言渡し直前の要望で，判決要旨作成の時間的余裕がないような場合には，判決写

しの要旨に当たる部分に傍線を引くだけでも，記者にとっては理解の助けになる。

3判決要旨等の配布

判決要旨等は，言渡しがなされた後，広報担当者から記者に配布される例が多いよ

うである。 この扱いは，総務課が報道機関への窓口であることから適切といえる。

なお，判決要旨は，速報性が要求される報道機関の利用のために特別に作成したも

のであるが，刑事訴訟事件においては訴訟関係人から判決要旨の交付を求められるこ

とがある。そのような場合には，裁判体の意見を踏まえ， 司法行政上の便宜供与とし

て，当該訴訟関係人に対し，報道機関交付用の判決要旨を交付することが相当である。

おって，判決要旨等は，裁半11所の広報業務の一環として作成された司法行政文書で

あることに変わりはなく， 司法行政文書の開示の対象になり得るものとして扱う必要

があることにも留意すべきである。

4決定等要旨

仮処分や少年審判等については，公開手続でない以上，原則として， その決定等の

写しを報道機関に便宜供与として交付することはないが，社会的に大きな注目を集め

る著名事件等である場合には，報道機関から決定要旨の提供が求められ，例外的に，

決定等の主文を知らせるだけでなく，決定等要旨を作成し，報道機関に交付すること

がある。特に著名な少年事件では，社会に対する説明責任を果たし，家庭裁判所に対

する社会の信頼を損なわないために， ある程度詳細な決定要旨を作成して，迅速に報

道機関に交付する必要がある場合もある。

なお，決定等については，関係者への裁判結果の告知等がどの時点でなされたのか

明確に分かりにくいところがあるなど，公開手続とは異なる場面が多いことから，報

道機関に決定等要旨を交付する際には，裁判部等とよく連携をとる必要がある。

おって，少年事件の被害者等からは， 自分たちが結果を知る前に報道されることへ

の不満が述べられることがある。このような不満への対応の実例として，被害者等（あ

るいはその代理人弁護士）に審判終了直後に決定要旨を持参又は取りに来てもらった

ものや，報道機関用より詳しい決定要旨を別途作成して被害者等に渡したものなどが
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6－5法廷内記者席

記者クラブから法廷内に記者席を確保してもらいたいという要望がなされることがあ

る。傍聴希望者が多く，傍聴席が一杯になるような著名な事件の場合， この要望が出さ

れることが多いようである。

法廷内に記者席を設けるか否かは，裁判長又は開廷をした一人の裁判官の法廷警察権

に基づく判断に関わることである。 したがって， まず，要望が出たことを裁判部に伝え

た上，裁判体の判断を仰ぐことになる。裁判体の了解が得られた場合には，その旨を記

者クラブに伝え， 出席予定記者を確認する。法廷の規模にもよるが，一般傍聴人の傍聴

席を確保する必要があることから，通常は， 1社1席というのが原則であろう。裁判当

日は， 当該傍聴席が記者席であることが分かるように，傍聴席に「記者席」等と書かれ

たカバーを掛ける等の措置を執ることが相当である。記者は，法廷に出たり入ったりす

ることがあるので,記者席は，通路側の出入口に近い傍聴席に設けるのが一般的である。

要警備事件である場合，傍聴券を交付する事件である場合等においては，事前に，裁

判部との間で,開廷中の記者の出入りをどの程度認めるか,記者の交代を認めるかなど，

よく調整しておく必要がある。

要望に基づいて記者席を確保したにもかかわらず，何らかの理由で記者が法廷に来な

い， ということもあり，傍聴券を交付した事件ではない場合においては，記者席カバー

を外し，一般傍聴席に戻すといった措置を執ることもある。理由がどのようなものであ

れ，傍聴席確保を申し出た記者には，一般傍聴席を減らして記者席を確保しているので

あるから， 申し出た以上は，必ず法廷に来るように，今後， このようなことがあれば，

記者席の確保はできなくなる旨伝えるなど，注意を促すことも必要となろう。

記者クラブに所属していない報道機関から記者席の申出がされた場合には，記者クラ

ブ所属記者からの申出の状況等を踏まえて対応を検討する必要がある。

なお，記者席を確保するために，折りたたみ椅子等を法廷内に持ち込むことは相当で

ない。飽くまでも既存の設備の範囲内で可能な対応をとるというのが，便宜供与をする

際の原則である。

－58－



6－6対象裁判が著名事件等である場合の留意事項

全国的に注目を集めている著名事件の初公判や判決言渡しの際には，各報道機関とも

大きく取り上げるため，様々な取材の申込み，便宜供与の依頼が予想される。そのよう

な公判や判決言渡しが予定されているときには，広報担当は， あらかじめ報道対応等の

やり方を検討し，必要があれば記者クラブと打ち合わせるなどして， 当日混乱が生じな

いように準備する必要がある。

著名事件等における主な検討項目は，次のとおりである。

1 法廷内記者席

一般傍聴人も多数来訪することが予想される。記者席を多く取ると一般傍聴席が

減って，抽選に列を作った傍聴希望者から苦情が出ることもある。逆に記者席が少な

いと，十分に報道できないと記者側から苦情が出る。記者席と一般傍聴席とをいかに

調整するかはなかなか難しいが，事前に記者クラブと打ち合わせして調整し，バラン

スを取る必要がある。

記者席について，検討，調整する場合には， 当然，裁判部と緊密に連絡し合わねば

ならない。その場合，広報担当者が得ている情報や予想される記者クラブの反応など

を裁判部に十分伝えることが必要となる。

2法廷内カメラ取材

取材要領を作成の上，代表取材の担当となった社と，集合時間，集合場所等につい

て打合せを行っておく必要がある。また，法廷以外でもカメラ取材が予定されること

があり，それぞれの場所でのカメラ取材に混乱が生じないよう，事前に裁判所からの

指示を徹底させる必要がある。広報担当者を適切に配置するなど，混乱回避の手段を

講じることも大切である。

3判決要旨等

通常，判決要旨・骨子を用意し，記者に配布することになる。事前に記者クラブと

部数について打合せをし，裁判部に依頼して部数を用意してもらい， 当日混乱なく配

布できるように準備する。

判決要旨・骨子は，原則，判決言渡しの終了後速やかに，広報担当者が記者クラブ

に配布する。判決言渡しに長時間を要する刑事事件の場合などに，記者クラブから，

判決要旨・骨子を主文言渡し後速やかに配布してもらいたい旨の要望が出ることがあ

る。言渡し終了まで待っていたのでは締切時間に間に合わず，かといって判決要旨・

骨子なしには正確な報道をす-るのが困難であるという理由からのものである。裁判体

－59－



と協議の上，具体的事情に応じた対応策を検討する必要がある。判決要旨等を分割し

て，段階的に交付する， ということもその対応の一つの方法といえよう。

4臨時記者室

極めて著名な事件の場合，通常使用している記者室が広くない庁では，記者クラブ

から，臨時の記者室として使うための会議室等を提供してもらいたい旨の要望が出る

ことがある。

臨時に会議室等を提供するかどうかは，庁舎管理権の問題であり，庁舎管理権者で

ある所長等が決めることになるが，そのためには，その事件ではどのくらいの規模の

取材等が予想されるのか，既存の記者室で対処できそうなのかどうかといった点につ

いて，事前に広報担当から所長等に報告することが求められる。

なお， 臨時記者室を提供する場合，臨時の電話回線やファクシミリ回線の設置要望

が出ることもあり，事前によく記者クラブ側と打ち合わせる必要がある。

おって，臨時記者室は報道のために便宜供与するものであり， 当事者が報告集会を

行うというような使い方ができないのは当然である。

5 中継車， 中継テント

極めて著名な事件の場合には，特に放送関係の記者から，裁判所構内の駐車場等に

中継車を置かせてもらいたい，生中継をするためのテントを張らせてもらいたい旨の

要望が出ることがある。 このような要望についても庁舎管理権の問題であり，所長等

が許否を決めることになるが，臨時記者室と同様に，予想される取材の規模等を広報

担当から所長等に報告することが求められる。

中継車や中継テントを許可する場合にも，一般来庁者の邪魔にならず，混乱発生の

危険のない場所で，かつ，電波の発信等に不都合のない場所を探した上，各社平等に

取材ができるよう，記者クラブと調整する必要がある。

6事件当事者等の入庁場面のカメラ取材

事件当事者等の入庁場面のカメラ取材を求められることがある。裁判所構内におけ

るこのような取材の許否についても庁舎管理権の問題であるが，臨時記者室等と同様

広報担当者から必要な情報を所長等に報告することが求められる。 これら入庁場面の

カメラ取材を許可した場合には，広報担当者が撮影に立ち会い，一般来庁者等が写ら

ないよう注意する。

なお，撮影を許可する場合は，記者クラブ側が被写体となる事件当事者等の同意を

得ることが前提となる。
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7 立ちレボ

テレビ報道で記者が裁判所庁舎等を背景に立ち，裁判所構内で裁判の内容や審理の

様子をレポートするものである。放送記者から広報担当に許可申請が出される。 これ

も庁舎管理権の問題である。許可した場合，広報担当者が撮影に立ち会って，一般来

庁者等が写らないよう， また，できるだけ執務時間内に終えるよう注意する。

8宣伝的行為の撮影

裁判所構内で一方当事者が宣伝的行為に及ぶことが予想された場合，裁判所の中立

性,公平性の観点から，裁判所がその撮影のために便宜供与することは適当ではない。

構内での宣伝的行為は， 関係者の入構時，法廷内及び判決言渡し後（例えば，裁判結

果を知らせる垂れ幕など）の各段階で起こることが多く， このようなおそれがある場

合には，混乱しないような形で撮影を未然に防止するよう，事前に十分検討しておく

必要がある。

9ふだんと異なる扱いをする場合

要警備事件では，裁判所構内でのカメラ撮影等についてふだんと異なる制限が必要

となる場合もある。 このような場合，単に結論を告げるだけでは記者クラブの反発を

招くおそれがあるため，その結論を採らざるを得ない理由とともに，裁判所の立場や

考え方を丁寧に説明するなど十分に配慮する必要がある。
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6－7少年事件についての報道対応の留意事項

1 少年事件の非公開性

少年法は，少年事件を非公開手続とし（同法22条2項） ，少年の情操を保護し（少

年審判規則1条） ，少年の更生及び社会復帰を期するため，秘密の保持に配慮してい

る。報道対応の場面でも少年事件の非公開性には特に配盧しなくてはならない。

同法61条には， 「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪によ

り公訴を提起された者については，氏名，年齢，職業，住居，容ぼう等によりその者

が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙そ

の他の出版物に掲載してはならない。 」 と規定されている。

この少年事件の特殊性については，折りに触れ記者にも説明し，理解してもらうこ

とが求められる。

2少年事件の報道対応

一方，少年事件であっても，裁判所が全く報道対応をしないでいると，かえって不

正確な報道を招く危険もある。少年事件の非公開性に十分な配慮をした上で，家庭裁

判所の社会に対する説明責任を果たし，家庭裁判所に対する社会の信頼を確保するこ

とにも留意しながら報道対応を行う必要がある。

捜査段階など， これまでの報道振りから，取材が予想されるような事件が係属して

いる場合には，所長に報告して，あらかじめ今後の報道対応について検討をしておく。

具体的な対応は,担当裁判官の意見を踏まえた上,事案ごとに判断することになるが，

事件によっては，少年の特定に結び付かず，少年の情操保護，更生を妨げない限度で

一定の情報を公表することが相当な場合もあり，その際，事件受理時や審理途中にお

いては，調査や審判等に影響を及ぼさないよう配慮する必要がある。また，被害者等

に関する取材についても，二次的被害を与えないように，その心情に十分配慮した対

応が必要である。

なお，少年の身柄に関する事項について報道対応する際には，その情報に基づき取

材されることもあるので，観護措置決定の執行終了後に対応したり，関係機関と調整

したりするなどの配盧が必要である。決定要旨原案の作成は，担当裁判官に依頼する

ことになるが，記載をどの程度詳細にするかは，審判が非公開とされる趣旨及び少年

や関係者のプライバシーに配盧しつつ，家庭裁判所の社会に対する説明責任が果たさ

れているかという観点から判断することとなる。重大事件等においては， ある程度詳

細な決定要旨が必要となる場合もあろう。

おって，記者は少年事件の手続等について知識を持たないこともあるので，正確な

報道をしてもらうために，記者に手続の流れなどの一般的知識を提供する等，適宜な
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